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Ⅲ 学校教育の充実 

 

１ 平成２４年度新規事業 

（１） 学習カルテ・学習カウンセリング 

・趣 旨   児童・生徒一人一人の学習の状況を把握し、基礎的・基本的な学習内容を確

実に定着させる。 

・内 容   日常の学習及び大田区学習効果測定等に基づき、児童・生徒一人一人の学習

内容の定着状況を把握し、学習カルテを作成する。学習カルテを基に教師との

学習相談（個人面談・学習カウンセリング）を実施し、児童・生徒一人一人の

学びを支援する。  

 

（２）  小学校駅伝大会の実施 

   ・目 的   大田区のスポーツ振興及び小学校教育の一環として、小学生の健康増進や持

久力をはじめとする体力向上事業の成果を発表する場及びスポーツ振興・児童

同士の交流の場とすることを目的として実施する。 

    ・内 容   区立小学校第 5・6学年児童男女各 3名、計 12名を 1チームとする駅伝記録

会を実施する。平成 24年度・平成 25年度のどちらかに、各校 1チーム参加す

る。 

           六郷土手の「多摩川緑地公園運動場」特設周回コースを使用する。 

２ 充実事業 

（１） 日本語特別指導の充実 

・趣 旨      今後、国際化の進展が予想される中、「外国人にとって暮らしやすい地域社

会を実現する」という方針の下、日本語特別指導の充実を図る。 

・内 容    区立小学校第 4・5・6 学年児童、区立中学校生徒を対象にした通級型の日本

語指導教室を蒲田小学校、蒲田中学校に設置し、集中的な初期指導 60時間を終

了後の（希望する）児童・生徒の指導を行う。60時間を上限とした集中的な初

期指導は、対象児童・生徒の在籍校へ指導員を派遣する。 

多言語にも対応し、日本語指導の質の向上を目指して、専門業者に指導員派

遣を委託する。 

日本語特別指導の在り方を研究・協議するための組織を設置し、より良い日

本語特別指導を推進する。 

 

（２） 中学生の海外派遣 

・目 的   海外でのホームステイをとおして、外国の生活や文化の理解、並びに外国語

（英語）の習熟等を図り、国際社会において信頼と尊敬を得られる人間性豊か

な生徒の育成を目指し、派遣後、成果を各学校の諸活動の進展に資することを

目的とする。 

・対 象   区立中学校第 2学年生徒 56名  

・沿 革   昭和 49年度より開始し、平成 5年度からは、西海岸コースに加え、東海岸に

も生徒を派遣し、本区と姉妹都市提携を結んでいるセーラム市でのホームステ

イを実施している。 

平成 15 年度は国際情勢不安のため、中止した。平成 16 年度（第 20 回）は平
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成 15 年度の中止を受け、各中学校第 2 学年生徒 2 名・第 3 学年生徒 1 名の派

遣としたが、平成 17 年度（第 21回）は区立中学校第 2 学年生徒 2 名の派遣に

した。平成 18 年度からは、両コースともに東海岸コースにし派遣生徒全員が

セーラム市長へ表敬訪問をしている。 

平成 23 年度からは、大田区同様、工業の盛んなドイツのブレーメン市への

コースを新設した。 

 

（３） ステップ学習の全校実施 

・趣 旨     積み重ねの教科であり、また他の教科の基礎でもある算数・数学について、 

何が身に付き何が身に付いていないのかを細かに児童・生徒及び保護者に伝え 

ながら、家庭学習や補習教室による繰り返しの学習を支援し、確かな学力の向 

上を図る。 

・内 容  ① 1年間に学習する内容を一覧にしたステップ学習チェックシートを区立小学 

校第 3学年児童から区立中学校第 3学年生徒に配布する。 

② 学習の定着状況を確認プリントで把握し、その状況をチェックシートで家庭

に伝える。 

③  チェックシートで示した内容ごとに補充プリントや発展プリントを配布し、 

家庭学習を支援する。 

④ 学習指導講師による補習教室を放課後や土曜日に開催し、チェックシートで

示した内容ごとに用意したドリルプリントにより、学習内容の定着を支援する。 

・対 象      区立小学校の第 3～6 学年児童、区立中学校の全生徒 

 

（４） 補習教室の実施 

・趣 旨      算数・数学の基礎基本の確実な定着、英語に対する興味関心の向上を図るた

めに、学習指導講師が放課後及び土曜日に補習教室を開き、学習を支援する。 

・内 容      算数・数学は統一したドリルプリントによる学習支援、英語は原則英検4級・

5 級用テキストによる学習支援を行う。補習教室は、区内全校で放課後及び年

間 6回以上の土曜日に実施する。 

・対 象      区立小学校第 3～6学年児童、区立中学校生徒のうちの希望者及び学習内容が

未定着と認める児童・生徒 

 

（５） 子どもの心サポート月間の実施 

・趣 旨      児童・生徒の心の悩みやストレスを抱えている度合いを把握し、ケアが必要

な児童・生徒に学校が組織的に対応する。 

・内 容      年 2 回、6 月・11月を「子どもの心サポート月間」とし、区立小学校第 4学

年児童から区立中学校第 3 学年生徒に学校生活調査を行う。その結果、必要な

児童・生徒に対して個別面談等を実施する。 

・対 象      区立小学校第 4～6学年児童、区立中学校全生徒 

 

（６） 問題行動対応サポートチームの設置 

・趣 旨      児童・生徒の問題行動に対して、経験豊かな人材を学校に派遣し学校を支援

する。 

・内 容      区内小・中学校を蒲田、羽田・糀谷、大森、調布、池上の 5 地区に分け、各

地区に拠点校を指定し地区担当者を配置する。地区担当者は、地区内の小・中

学校を学期に 1 回訪問し、生活指導体制を支援する。必要に応じて、校長は地

区担当者と相談の上、問題行動計画を作成する。状況に応じて、生活指導支援

員を配置する。 
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（７） 大田区学習効果測定 

・趣 旨      教育課程や指導方法等にかかわる事項の成果や課題を明確にし、各学校が授

業改善推進プランの作成や年間指導計画の充実・改善を図るとともに本区の教

育施策に生かす。 

・内 容      区立小学校第 4～6学年児童及び区立中学校全生徒を対象に実施する。小学校

第 4～6学年は国語・算数・社会・理科、中学校第１学年は国語・数学・社会・

理科、中学校第 2・3学年は国語・数学・社会・理科・英語について学習指導要

領に示されている教科の目標や学習内容の基礎的・基本的な事項などの定着状

況を同一基準によって把握・検証する。 

・対 象      区立小学校第 4～6学年児童、区立中学校全生徒 

 

（８） 学習指導講師 

・趣 旨      児童・生徒の基礎学力の定着を図るために、小学校教諭免許状又は中学校教

諭免許状を有する者及びそれに準じる能力を有する者のうちから選考の上、学

校に配置し、補習教室や授業中の指導補助に当たる。 

・内 容     小学校第 3 学年児童から中学校第 3 学年生徒までの算数・数学、及び中学校

英語の基礎学力の定着を目指し、学習指導講師が放課後及び土曜日の補習教室

における指導や授業中における指導補助を行う。 

・対 象     全区立学校に配置する。 

 

（９） 生活指導支援員 

・趣 旨      児童及び生徒の問題行動の深刻化に対し、生活指導の充実及び強化を図り、

正常な学校運営を確保する。 

・内 容      生活指導の充実及び強化を図るために、児童及び生徒の生活指導に関する業

務の補助その他学校長が命ずる学校運営に関する業務の補助を担う。 

・対 象      校長から配置の要請があり、かつ、その必要があると教育委員会が認めると

きに配置する。 

 

（10） 作文指導教材 

・趣 旨      学力向上の重点施策の一つである「国語力の向上」を踏まえ、大田区教育研

究会小学校国語部が作成した教材を効果的に活用し、全児童の「書く力」の向

上を図る。 

・内 容      低学年・中学年・高学年ごとの２学年単位で学習する作文の補助教材「書く

って楽しいね」を冊子として作成し、児童に配布する。併せて作文指導事例集

も各校に配布し活用を図る。 

・対 象      低学年用、中学年用、高学年用をそれぞれ区立小学校第 1・3・5学年児童に

配布する。 

 

（11） 防犯教育の充実 

・趣 旨      児童・生徒の防犯に対する意識を高め、自ら判断し、危険を回避する力、犯

罪から身を守る力等を身に付けさせる。 

・内 容      セーフティ教室・防犯教室を年間各１回以上、特別活動等の時間に、児童・

生徒への授業として実施する。 

また、セーフティ教室においては、大人による協議会を開催し、児童・生徒

の防犯意識を高めるための対策を協議する。 

・対 象    区立小・中学校の児童・生徒 
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（12） 小・中一貫教育の確立 

・趣 旨      義務教育 9年間で確かな学力・人間力を身に付けた子どもを育てるため、こ

れまでの小・中連携を一層充実させた小・中一貫教育を確立する。 

・内 容     ①「小中一貫教育推進モデル校区」の指定 

        ②「一貫した生活指導の充実」に関する取組 

        ③「一貫性のある学習指導」に関する取組 

       ④「平成 24 年度小中一貫教育推進計画」の策定 

    ・対 象    区立小・中学校 

 

（13） 生活指導の徹底・充実 

・趣 旨      児童・生徒の健全育成上の諸課題の解決を図る。 

・内 容      ①「大田区立学校における不登校問題解決要綱」により、児童・生徒の不登

校を解消する。 

② 不登校に関する教員研修を充実する。 

③ 生活指導主任対象の研修を通し、生徒の健全育成上の諸課題の解決を図

る。 

・対 象      区立小・中学校教員及び生活指導主任 

 

（14） 小学校スクールカウンセラー派遣事業 

・趣 旨     児童の臨床心理に関して、専門的な経験を有する臨床心理士をスクールカウ

ンセラーとして配置し、いじめや不登校の未然防止や改善・解決、発達障害等

がある児童・生徒の指導への助言などの校内の教育相談体制等の充実を図る。 

・内 容      区内全小学校にスクールカウンセラーを派遣し、児童のカウンセリング並び

に学校教育相談の支援、助言を行う。 

・対 象     区立小学校の児童及び保護者等 

 

（15） 生活規範意識を高める教育 

・趣 旨      子どもの生活規範意識を高めるために、就学前からの一貫した指導を充実さ

せる。 

・内 容      生活規範意識向上講座 

○ 実施形態 4ブロックごとの講演会の実施 

対象者  小・中学校教員 保育園保育士 児童館職員 保護者 

○ 規範意識向上プログラムの実施 

実施形態 規範意識向上プログラムに基づき、全校（園）で実施。 

 

（16） 特別支援教育の充実 

・趣 旨      ＬＤ､ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の障がいのある児童・生徒一人一人の特別な

教育ニーズに応じ、個々の能力を伸ばすための適切な教育の推進、充実を図る。 

・内 容      特別支援学級の指導の充実、通常の学級における教育の充実、交流及び共同

学習の促進、スクールカウンセラーによる相談・支援、学校特別支援員配置の

拡充、大田区エリアネットワークの構築を図り、区内の特別支援学校と連携し

た巡回支援等、特別支援教育体制の整備を図る。 

・対 象      小・中学校の児童・生徒及び関係機関等 
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（17） 国語教育の充実 

・趣 旨      基礎・基本の確実な定着を図るため、国語教育を重要課題の一つとして位置

づけて、全校で国語力の向上を図る。 

・内 容      「大田区小学生漢字検定」「読書活動の推進」「作文指導の充実」 

「話し合い活動の充実」を図る。 

・平成 23 年度までの取組 

      「朝の読書」等の一斉読書 全小・中学校にて実施。 

      「大田区小学生漢字検定」 全小学校にて実施。 

      「スピーチ大会(研究発表会・討論会等)」の各校実施。 

                 ｢スピーチ大会事例集｣、｢図書館利用指導年間計画｣ 

「学習における図書の活用事例集」作成。 

・対 象      小・中学校の児童・生徒 

 

（18） 習熟度別尐人数授業の推進 

・目 的      小学校算数（第 3学年以上）、中学校数学・英語の習熟度別指導（尐人数指

導）を行うための講師を各学校に配置する。 

・内 容      小学校 59 校、中学校 28校において各学年の学級のうち 2学級を三つのグル

ープに分け、1 学級の場合は二つのグループに分けることを基本に、尐人数の

習熟度別授業を展開する。 

・対 象      区立学校児童・生徒 

 

（19） 総合的な学習の時間 

① 総合的な学習の時間の充実 

・目 的      「総合的な学習の時間」の趣旨を生かし、各学校が地域や学校の実態に応じ

て創意工夫をし、特色ある教育活動を実施する。 

・内 容      ア、国際理解教育 イ、情報教育 ウ、環境教育 エ、福祉・健康教育 

オ、地域・郷土学習 カ、ボランティア学習 キ、その他 

・対 象      区立小・中学校児童・生徒 

 

② ものづくり学習の推進（平成 23 年度実績） 

・目 的      「工場のまち」の特色を生かし、区立小・中学校において、区内民間工場等

に従事する技術者、技能者の協力を得たものづくり学習を行い、児童・生徒の

ものづくりへの関心を高め、創造性に富み郷土を愛する心を培う。 

・実 績      ものづくり学習振興協議会 （年 5回） 

ものづくり学習振興協議会報告書の作成・配布 

ものづくり教育・学習フォーラム 

（平成 24年 1月 14 日 於：大田区産業プラザ PiO 参加人数 3,081名） 

ものづくり科学スクール（年 13回 参加人数 1,355 名） 

（共催 アルプス電気株式会社及びリバネスロボティクス研究所 同社技術                   

者が講師として指導） 

・対 象      区立小・中学校児童・生徒 

 

③ 日本の文化･伝統学習の推進（平成 23年度実績） 

・目 的      地域社会の歴史、伝統・文化、産業等について理解を深め、郷土への愛着を

育てる。児童・生徒による和楽器の演奏会を実施し、和楽器に触れて親しむこ

とや海苔すきの体験学習などを通して、日本の伝統・文化のよさを考える。 
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（17） 国語教育の充実 

・趣 旨      基礎・基本の確実な定着を図るため、国語教育を重要課題の一つとして位置

づけて、全校で国語力の向上を図る。 

・内 容      「大田区小学生漢字検定」「読書活動の推進」「作文指導の充実」 

「話し合い活動の充実」を図る。 

・平成 23 年度までの取組 

      「朝の読書」等の一斉読書 全小・中学校にて実施。 

      「大田区小学生漢字検定」 全小学校にて実施。 

      「スピーチ大会(研究発表会・討論会等)」の各校実施。 

                 ｢スピーチ大会事例集｣、｢図書館利用指導年間計画｣ 

「学習における図書の活用事例集」作成。 

・対 象      小・中学校の児童・生徒 

 

（18） 習熟度別尐人数授業の推進 

・目 的      小学校算数（第 3学年以上）、中学校数学・英語の習熟度別指導（尐人数指

導）を行うための講師を各学校に配置する。 

・内 容      小学校 59 校、中学校 28校において各学年の学級のうち 2学級を三つのグル

ープに分け、1 学級の場合は二つのグループに分けることを基本に、尐人数の

習熟度別授業を展開する。 

・対 象      区立学校児童・生徒 

 

（19） 総合的な学習の時間 

① 総合的な学習の時間の充実 

・目 的      「総合的な学習の時間」の趣旨を生かし、各学校が地域や学校の実態に応じ

て創意工夫をし、特色ある教育活動を実施する。 

・内 容      ア、国際理解教育 イ、情報教育 ウ、環境教育 エ、福祉・健康教育 

オ、地域・郷土学習 カ、ボランティア学習 キ、その他 

・対 象      区立小・中学校児童・生徒 

 

② ものづくり学習の推進（平成 23 年度実績） 

・目 的      「工場のまち」の特色を生かし、区立小・中学校において、区内民間工場等

に従事する技術者、技能者の協力を得たものづくり学習を行い、児童・生徒の

ものづくりへの関心を高め、創造性に富み郷土を愛する心を培う。 

・実 績      ものづくり学習振興協議会 （年 5回） 

ものづくり学習振興協議会報告書の作成・配布 

ものづくり教育・学習フォーラム 

（平成 24年 1月 14 日 於：大田区産業プラザ PiO 参加人数 3,081名） 

ものづくり科学スクール（年 13回 参加人数 1,355 名） 

（共催 アルプス電気株式会社及びリバネスロボティクス研究所 同社技術                   

者が講師として指導） 

・対 象      区立小・中学校児童・生徒 

 

③ 日本の文化･伝統学習の推進（平成 23年度実績） 

・目 的      地域社会の歴史、伝統・文化、産業等について理解を深め、郷土への愛着を

育てる。児童・生徒による和楽器の演奏会を実施し、和楽器に触れて親しむこ

とや海苔すきの体験学習などを通して、日本の伝統・文化のよさを考える。 
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・実 績  「日本の伝統・文化の継承をはかる指導」 

・実践校では、様々な伝統・文化の体験学習等、外部講師を招いて実習・地域社

会の産業に関わる工場見学や技術者の講話の実施 

・海苔すき、とんびだこ、茶道、華道、将棋、囲碁など区立小学校 22 校（もの

づくり学習 15校を含む）で実施 

・「小・中学校伝統音楽演奏会」（平成 24 年 3月 3 日（土）、小学校 2校と中

学校 4校が参加） 

・対 象      区立小・中学校の児童・生徒 

 

（20） 読書活動の充実 

・趣 旨      大田区子ども読書活動推進計画のもと、児童・生徒の発達段階に応じた読書

活動の充実を図る。 

・内 容   ① 読書の時間や機会の確保、読書週間の取組 

② 読書指導計画の作成など、児童・生徒の読書意欲を高める指導の充実 

③ 読書環境の整備など、調べ学習における読書活動の充実 

・対 象      全区立小・中学校  

 

（21） おもしろ理科教室 

・趣 旨      科学・技術分野を専門とする人材を小学校理科授業に活用し、観察・実験活

動等における教員の支援や、先端科学技術に関する実験の演示・体験活動を行

うことにより、小学校理科教育の活性化及び一層の充実を図るとともに小学校

教員の理科指導力の向上を図る。 

・対 象     区立小学校第 5・6学年児童 

・内 容      小学校 5・6 年生理科における観察・実験等の体験的な学習について、「おお

た理科博士」や「理科支援員」を対象学級に配置し、教員が作成した指導計画

のもと、教員の支援を行う。 

 

（22） 中学生の職場体験 

・趣 旨      生徒が自立した社会人となるために必要な望ましい勤労観、職業観を養うこ

とにより、地域社会の一員としての自覚を高め、生きる意欲を引き出すこと。 

・内 容      ① 職場体験推進協議会（年 2 回） 

② 受け入れ事業所一覧の作成と配布 

③ 各中学校において 3日間以上の職場体験の実施 

④ 「職場体験実践報告書」のとりまとめ 

・対 象      区立中学校第 2学年生徒 

・平成 24 年度の取組予定 

3日間職場体験を実施  23校  

4日間職場体験実施   3校 

5日間職場体験実施   2校 

    

 

（23） 学校公開の実施 

・趣 旨  学校教育の状況を保護者・地域の人々に公開し、信頼される学校づくりを推

進する。保護者・地域の人々に開くことによって学校改善を推進する。 

・内 容  毎学期ごとに数日間の学校公開を行う。年 1回は、週休日に教科の授業を公開

する。 

・対 象   全区立学校 
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(24)  伊豆高原学園の再整備（大田区立伊豆高原学園改築・運営等事業） 

・趣 旨   昭和 42 年 9 月に開設され、老朽化が進んでいる伊豆高原学園の再整備をす

る。再整備にあたっては「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（ＰＦＩ法）に基づく特定事業として実施する。 

・内 容   ① 雨天時の活動場所の拡充、自然エネルギーを活用した設備の導入等によ

る環境学習の支援、地域との交流を促進した現地ならではの学習の充実等、

学園機能の拡充とともに、ユニバーサルデザインに配慮した再整備を行う。 

② 再整備にあたっては、学園機能の拡充と学校未利用期間の区民利用の促

進を実現する有効な事業手法としてＰＦＩ(ＢＴＯ方式)竣工後一括買取

型を採用し、施設整備から運営・維持管理までを一貫して事業を実施する。 

平成 24 年度は、民間事業者の選定及び事業契約の締結、指定管理者の

指定を行うとともに、平成 27 年度の供用開始に向けた施設整備に着手す

る。 

③ 学園改築期間中（平成 24年度から平成 26年度まで）の移動教室は、代

替施設として伊豆高原学園付属施設（旧伊豆高原荘、簡易改修工事済）で

実施する。 

 

（25） 学校生活調査の全校実施 

・趣 旨  児童・生徒一人ひとりの抱える悩みを早期に発見し迅速に対応するために、6

月と 11月を「子どもの心サポート月間」として学校生活調査を実施し、子ども

たち一人ひとりの心を見つめ、問題解決を組織的に取り組む。 

・内 容  ① 対象児童・生徒：大田区立小学校及び館山さざなみ学校第 4～6学年全児 

童、大田区立中学校全生徒 

② 調査用紙の構成：ストレス症状（身体症状、抑うつ・不安、不機嫌・怒 

り、無力感）とストレス因（友人関係、学業）の質問項目と回答欄 

③ 調査用紙の回答方法：マークシート方式 

④ 調査結果の活用：実施後、その調査結果を踏まえ、必要に応じて、担任 

やスクールカウンセラー、養護教諭等が当該児童・生徒と面談を実施する 

など、組織的に問題解決を図る。 
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・実 績  「日本の伝統・文化の継承をはかる指導」 

・実践校では、様々な伝統・文化の体験学習等、外部講師を招いて実習・地域社

会の産業に関わる工場見学や技術者の講話の実施 

・海苔すき、とんびだこ、茶道、華道、将棋、囲碁など区立小学校 22 校（もの

づくり学習 15校を含む）で実施 

・「小・中学校伝統音楽演奏会」（平成 24 年 3月 3 日（土）、小学校 2校と中

学校 4校が参加） 

・対 象      区立小・中学校の児童・生徒 

 

（20） 読書活動の充実 

・趣 旨      大田区子ども読書活動推進計画のもと、児童・生徒の発達段階に応じた読書

活動の充実を図る。 

・内 容   ① 読書の時間や機会の確保、読書週間の取組 

② 読書指導計画の作成など、児童・生徒の読書意欲を高める指導の充実 

③ 読書環境の整備など、調べ学習における読書活動の充実 

・対 象      全区立小・中学校  

 

（21） おもしろ理科教室 

・趣 旨      科学・技術分野を専門とする人材を小学校理科授業に活用し、観察・実験活

動等における教員の支援や、先端科学技術に関する実験の演示・体験活動を行

うことにより、小学校理科教育の活性化及び一層の充実を図るとともに小学校

教員の理科指導力の向上を図る。 

・対 象     区立小学校第 5・6学年児童 

・内 容      小学校 5・6 年生理科における観察・実験等の体験的な学習について、「おお

た理科博士」や「理科支援員」を対象学級に配置し、教員が作成した指導計画

のもと、教員の支援を行う。 

 

（22） 中学生の職場体験 

・趣 旨      生徒が自立した社会人となるために必要な望ましい勤労観、職業観を養うこ

とにより、地域社会の一員としての自覚を高め、生きる意欲を引き出すこと。 

・内 容      ① 職場体験推進協議会（年 2 回） 

② 受け入れ事業所一覧の作成と配布 

③ 各中学校において 3日間以上の職場体験の実施 

④ 「職場体験実践報告書」のとりまとめ 

・対 象      区立中学校第 2学年生徒 

・平成 24 年度の取組予定 

3日間職場体験を実施  23校  

4日間職場体験実施   3校 

5日間職場体験実施   2校 

    

 

（23） 学校公開の実施 

・趣 旨  学校教育の状況を保護者・地域の人々に公開し、信頼される学校づくりを推

進する。保護者・地域の人々に開くことによって学校改善を推進する。 

・内 容  毎学期ごとに数日間の学校公開を行う。年 1回は、週休日に教科の授業を公開

する。 

・対 象   全区立学校 
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(24)  伊豆高原学園の再整備（大田区立伊豆高原学園改築・運営等事業） 

・趣 旨   昭和 42 年 9 月に開設され、老朽化が進んでいる伊豆高原学園の再整備をす

る。再整備にあたっては「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律」（ＰＦＩ法）に基づく特定事業として実施する。 

・内 容   ① 雨天時の活動場所の拡充、自然エネルギーを活用した設備の導入等によ

る環境学習の支援、地域との交流を促進した現地ならではの学習の充実等、

学園機能の拡充とともに、ユニバーサルデザインに配慮した再整備を行う。 

② 再整備にあたっては、学園機能の拡充と学校未利用期間の区民利用の促

進を実現する有効な事業手法としてＰＦＩ(ＢＴＯ方式)竣工後一括買取

型を採用し、施設整備から運営・維持管理までを一貫して事業を実施する。 

平成 24 年度は、民間事業者の選定及び事業契約の締結、指定管理者の

指定を行うとともに、平成 27 年度の供用開始に向けた施設整備に着手す

る。 

③ 学園改築期間中（平成 24年度から平成 26年度まで）の移動教室は、代

替施設として伊豆高原学園付属施設（旧伊豆高原荘、簡易改修工事済）で

実施する。 

 

（25） 学校生活調査の全校実施 

・趣 旨  児童・生徒一人ひとりの抱える悩みを早期に発見し迅速に対応するために、6

月と 11月を「子どもの心サポート月間」として学校生活調査を実施し、子ども

たち一人ひとりの心を見つめ、問題解決を組織的に取り組む。 

・内 容  ① 対象児童・生徒：大田区立小学校及び館山さざなみ学校第 4～6学年全児 

童、大田区立中学校全生徒 

② 調査用紙の構成：ストレス症状（身体症状、抑うつ・不安、不機嫌・怒 

り、無力感）とストレス因（友人関係、学業）の質問項目と回答欄 

③ 調査用紙の回答方法：マークシート方式 

④ 調査結果の活用：実施後、その調査結果を踏まえ、必要に応じて、担任 

やスクールカウンセラー、養護教諭等が当該児童・生徒と面談を実施する 

など、組織的に問題解決を図る。 
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３ 教育指導・研究･研修 

（１） 各種専門研修等 

・目  的   学校経営、学習指導、生活指導、学級指導等の教育活動の諸分野について、

学校が抱えている教育課題を踏まえながら、教育公務員としての自覚と資質を

高める。 

・対 象   区立学校の校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、主任養護教諭、養護

教諭 

 
平成２３年度 各研修実績 

研修会名 内   容 
回

数 
参加人数 

新任・区外転入管理職研修 新任管理職の学校経営能力、実務能力等の向上を図る研修を行った。 3 84 

評価者訓練 人事考課制度と管理職の評価能力の向上を図るための研修を行った。 4 192 

主幹教諭研修会 
主幹の職務に対する理解を深めるとともに、実践的職務遂行能力の向上

を図った。 
4 451 

主任教諭研修会 
主任教諭の職務に対する理解を深めるとともに、実践的な職務遂行能力

の向上を図った。 
3 784 

教務主任会 
教務に関する諸活動の充実を図り、教育課程や各学校の課題への対策を

構想し、資質の向上のための研修を行った。 
8 665 

中学校進路指導主任会 
進路指導主任の職務に対する理解を深めるとともに、実践的な職務遂行

能力の向上を図った。 
４ 112 

生活指導主任会 

生活指導の充実を図るため、学校内外の生活指導上の諸問題について情

報交換を行い、指導のあり方を研修する。また、地区別連絡協議会の充

実を図った。 

11 930 

授業改善セミナー 
研究主任（校内研修担当）を含む教員を対象に、授業改善のポイントの

周知や校内研究（研修）推進のための理論と実践について研修した。 
1 856 

初任者研修会 センター研

修 

教育公務員としての自覚と資質向上を図るため、センター研修を行っ

た。 
10 1,310 

初任者研修会 宿泊研修 １学期の指導上の課題とこれからの指導の充実を図った。 
2泊 

3日 
90 

初任者研修会 課題別研修 教育公務員としての自覚と資質向上を図るため、課題別研修を行った。 6 786 

２年次研修 
２年次の教員を対象に、授業力の向上と指導方法の改善を目指した研修

を行った。 
7 607 

３年次研修 
３年次の教員を対象に、授業力の向上と指導方法の改善を目指した研修

を行った。 
7 670 

４年次研修 ４年次の教員を対象に、教科の専門性の向上を目指した研修を行った。 2 192 

１０年経験者研修 

教職経験が１０年を越えた教員を対象に、学習指導・生活指導等の能力

の向上をはじめ、教育公務員としての資質・能力の向上を図る研修を行

った。 

16 400 

小学校外国語活動担当者研

修 

小学校英語活動の指導の実際について、講義及び演習を通して理解を深

めた。 
4 221 

初級教育相談研修 
教育活動に必要な教育相談の基礎的な理論や技法について、講義・演習

を通して研修した。 
2 160 

日本の伝統文化研修 
日本の伝統・文化の継承を図る指導を推進していくための研修を行っ

た。 
2 44 

郷土博物館研修 大田区立郷土博物館における体験プログラムによる研修を行った。 8 78 

   

 31 

三味線実技研修 
講義と三味線の実技研究を通して、日本の伝統文化について理解を深め

るとともに、実技研修においては指導方法の体験を行った。 
2 38 

特別支援教育研修（通年） 
通常学級における教員が、発達障害等の特別な支援を要する児童・生徒

への理解を深め、具体的な指導のあり方を研修した。 
4 165 

特別支援教育コーディネー

ター研修 

特別支援教育コーディネーターとしての専門性を高め、各校における特

別支援教育の推進を図った。 
3 243 

エリアネットワーク研修 
区内の都立特別支援学校と連携し、特別支援教育の基礎とエリアネット

ワークの考え方について理解を深めた。 
1 235 

人権教育研修 
学校や地域の人権上の課題を明らかにし、各学校が人権教育の一層の充

実を図るために講話・協議などをとおして研修を行った。 
7 574 

情報教育研修 
授業におけるコンピュータ活用など学校全体の情報教育の推進、向上を

図る研修を行った。 
2 112 

小学校理科授業力向上研修 

新学習指導要領で新たに取り扱うこととなった内容の研修を中心に構

成した。また、最先端の科学と結びつけることにより、教員自身の興味・

関心を喚起する。 

6 159 

中学校理科授業力向上研修 

新学習指導要領の理解と先端の科学技術の実験・実技講習を内容とす

る研修を行った。「放射線」をテーマにした内容で実施した回では、体

系的理解から具体的な実験方法までを東京工業大学の教授を講師や助

言者として指導いただいた。 

4 125 

  

(２) 指導･調査研究 

① 進路指導対策 

・目 的   進路指導（生き方指導）に関する協議会を設置し、生き方に関する指導を小

学校と中学校で連携し、各学校でのよりよい進路指導を推進する。 

・対 象   区立小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭 

・実 績   進路指導（生き方指導）に関する協議会（年 6回） 

報告書「進路指導（生き方指導）に関する協議会報告書」の作成・配布 

 

② 生活指導対策 

・目  的   学校や学区域における生活指導上の諸問題について望ましい生活指導の在り

方を協議し、研修を通して学校の生活指導の向上を図る。 

・対 象   区立小・中学校生活指導主任 

・実 績   生活指導主任会（11回）、家庭裁判所との連絡協議会（1回） 

児童委員、児童相談所、学校等の関係機関による地区連絡協議会（地区ごと 

に 1回） 

学校と警察の連絡協議会（1回）、年度末非行防止連絡協議会（1 回） 

（中学校長、大森尐年センター署員、4 警察署生活安全課長） 

    

③ 青尐年健全育成対策 

・目  的     子どもたちの健全な育成を目指し、主に区内における青尐年問題に関する協議

及び対策を行う。各中学校単位に地域と一体となった「青尐年いじめ・問題行動

対策地域連絡会」を組織し､対策を講じ事業を実施する｡ 

・協議会名  青尐年問題協議会（区議会議員 4 名、学識経験者 14 名以内、関係行政機関 6

名以内、区関係職員 8名） 

・実 績    協議会 3回開催  

青尐年いじめ・問題行動対策地域連絡会 28校区 
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３ 教育指導・研究･研修 

（１） 各種専門研修等 

・目  的   学校経営、学習指導、生活指導、学級指導等の教育活動の諸分野について、

学校が抱えている教育課題を踏まえながら、教育公務員としての自覚と資質を

高める。 

・対 象   区立学校の校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、主任養護教諭、養護

教諭 

 
平成２３年度 各研修実績 

研修会名 内   容 
回

数 
参加人数 

新任・区外転入管理職研修 新任管理職の学校経営能力、実務能力等の向上を図る研修を行った。 3 84 

評価者訓練 人事考課制度と管理職の評価能力の向上を図るための研修を行った。 4 192 

主幹教諭研修会 
主幹の職務に対する理解を深めるとともに、実践的職務遂行能力の向上

を図った。 
4 451 

主任教諭研修会 
主任教諭の職務に対する理解を深めるとともに、実践的な職務遂行能力

の向上を図った。 
3 784 

教務主任会 
教務に関する諸活動の充実を図り、教育課程や各学校の課題への対策を

構想し、資質の向上のための研修を行った。 
8 665 

中学校進路指導主任会 
進路指導主任の職務に対する理解を深めるとともに、実践的な職務遂行

能力の向上を図った。 
４ 112 

生活指導主任会 

生活指導の充実を図るため、学校内外の生活指導上の諸問題について情

報交換を行い、指導のあり方を研修する。また、地区別連絡協議会の充

実を図った。 

11 930 

授業改善セミナー 
研究主任（校内研修担当）を含む教員を対象に、授業改善のポイントの

周知や校内研究（研修）推進のための理論と実践について研修した。 
1 856 

初任者研修会 センター研

修 

教育公務員としての自覚と資質向上を図るため、センター研修を行っ

た。 
10 1,310 

初任者研修会 宿泊研修 １学期の指導上の課題とこれからの指導の充実を図った。 
2泊 

3日 
90 

初任者研修会 課題別研修 教育公務員としての自覚と資質向上を図るため、課題別研修を行った。 6 786 

２年次研修 
２年次の教員を対象に、授業力の向上と指導方法の改善を目指した研修

を行った。 
7 607 

３年次研修 
３年次の教員を対象に、授業力の向上と指導方法の改善を目指した研修

を行った。 
7 670 

４年次研修 ４年次の教員を対象に、教科の専門性の向上を目指した研修を行った。 2 192 

１０年経験者研修 

教職経験が１０年を越えた教員を対象に、学習指導・生活指導等の能力

の向上をはじめ、教育公務員としての資質・能力の向上を図る研修を行

った。 

16 400 

小学校外国語活動担当者研

修 

小学校英語活動の指導の実際について、講義及び演習を通して理解を深

めた。 
4 221 

初級教育相談研修 
教育活動に必要な教育相談の基礎的な理論や技法について、講義・演習

を通して研修した。 
2 160 

日本の伝統文化研修 
日本の伝統・文化の継承を図る指導を推進していくための研修を行っ

た。 
2 44 

郷土博物館研修 大田区立郷土博物館における体験プログラムによる研修を行った。 8 78 

   

 31 

三味線実技研修 
講義と三味線の実技研究を通して、日本の伝統文化について理解を深め

るとともに、実技研修においては指導方法の体験を行った。 
2 38 

特別支援教育研修（通年） 
通常学級における教員が、発達障害等の特別な支援を要する児童・生徒

への理解を深め、具体的な指導のあり方を研修した。 
4 165 

特別支援教育コーディネー

ター研修 

特別支援教育コーディネーターとしての専門性を高め、各校における特

別支援教育の推進を図った。 
3 243 

エリアネットワーク研修 
区内の都立特別支援学校と連携し、特別支援教育の基礎とエリアネット

ワークの考え方について理解を深めた。 
1 235 

人権教育研修 
学校や地域の人権上の課題を明らかにし、各学校が人権教育の一層の充

実を図るために講話・協議などをとおして研修を行った。 
7 574 

情報教育研修 
授業におけるコンピュータ活用など学校全体の情報教育の推進、向上を

図る研修を行った。 
2 112 

小学校理科授業力向上研修 

新学習指導要領で新たに取り扱うこととなった内容の研修を中心に構

成した。また、最先端の科学と結びつけることにより、教員自身の興味・

関心を喚起する。 

6 159 

中学校理科授業力向上研修 

新学習指導要領の理解と先端の科学技術の実験・実技講習を内容とす

る研修を行った。「放射線」をテーマにした内容で実施した回では、体

系的理解から具体的な実験方法までを東京工業大学の教授を講師や助

言者として指導いただいた。 

4 125 

  

(２) 指導･調査研究 

① 進路指導対策 

・目 的   進路指導（生き方指導）に関する協議会を設置し、生き方に関する指導を小

学校と中学校で連携し、各学校でのよりよい進路指導を推進する。 

・対 象   区立小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭 

・実 績   進路指導（生き方指導）に関する協議会（年 6回） 

報告書「進路指導（生き方指導）に関する協議会報告書」の作成・配布 

 

② 生活指導対策 

・目  的   学校や学区域における生活指導上の諸問題について望ましい生活指導の在り

方を協議し、研修を通して学校の生活指導の向上を図る。 

・対 象   区立小・中学校生活指導主任 

・実 績   生活指導主任会（11回）、家庭裁判所との連絡協議会（1回） 

児童委員、児童相談所、学校等の関係機関による地区連絡協議会（地区ごと 

に 1回） 

学校と警察の連絡協議会（1回）、年度末非行防止連絡協議会（1 回） 

（中学校長、大森尐年センター署員、4 警察署生活安全課長） 

    

③ 青尐年健全育成対策 

・目  的     子どもたちの健全な育成を目指し、主に区内における青尐年問題に関する協議

及び対策を行う。各中学校単位に地域と一体となった「青尐年いじめ・問題行動

対策地域連絡会」を組織し､対策を講じ事業を実施する｡ 

・協議会名  青尐年問題協議会（区議会議員 4 名、学識経験者 14 名以内、関係行政機関 6

名以内、区関係職員 8名） 

・実 績    協議会 3回開催  

青尐年いじめ・問題行動対策地域連絡会 28校区 
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④ 外国人による英語指導 

・目 的     外国人の外国語教育指導員の力をかりて、日常的な会話や簡単な情報交換等が

できるような実践的コミュニケーション能力を培うことを目指す。 

・対 象      区立小学校全 5年生・6 年生（1 人×22時間）年間 

区立全中学校全生徒    （1人×10 時間）年間 

・実 績     派遣時間   区立小学校全 5 年生・6年生（1人×22 時間）年間 

区立全中学校全生徒    （1人×10 時間）年間 

 

⑤ 外国人、帰国児童・生徒日本語特別指導 

・目  的     在日外国人児童・生徒、帰国児童・生徒、引揚児童・生徒の中には、日本語の

指導が必要なものが増加している。そのため、学校の求めに応じて 1 人あたり年

60時間を上限として、児童・生徒の日本語の指導を行う。 

・対 象     区立小・中学校全児童・全生徒 

・実 績     日本語指導を受けている児童・生徒数：29校 55人（小学校）、12校 

26人（中学校）総時数 3,210時間 （平成 23年度実績） 

 

⑥ 各種調査委員会等 

・目  的  教育推進プランの円滑な実施と今日的教育課題への対応を図るため、必要な調

査委員会を設置し、具体策を協議・検討する。 

・対 象  区立小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭 

・実 績（平成 23年度） 

 

各種調査委員会 内   容 
延べ 

回数 
委員数 

国語力向上推進委員会 
漢字検定部会、読書活動部会を設定し、児童・生徒の

国語力の向上を図った。 
11 20 

体力調査委員会 
児童生徒の体力を総合的に把握するため、実態調査を

集計し考察し結果を報告書にまとめ、大田区HPに掲載

した。 

5 9 

体力向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 
大田区体力向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（実践編）ﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し、大

田区HPに掲載した。 
4 12 

食育推進委員会 
給食指導や各教科で取り組まれてきた食に関する指導

を整理し、報告書にまとめた。また、保護者啓発用リ

ーフレットを作成した。 

5 12 

社会科副読本作成委員会 
「わたしたちの大田区」の発行に向けて資料を作成し

編集した。 
2 16 

人権に関する指導資料作

成委員会 

児童生徒への人権教育の推進を図るため、人権課題に

関する指導資料を作成した。 
2 8 

外国語教育指導員検討委

員会 

小学校の外国語活動・中学校英語科における外国語教

育指導員の役割及び活用について検討し、区立小中学

校における外国語活動及び英語教育の充実を図った。 

2 6 

小学校外国語活動推進検

討委員会 

小学校外国語活動の年間活動計画例及び活動事例集を

検討し、報告書を作成、配布し、小学校外国語活動の

一層の充実を図った。 

3 7 

ものづくり学習ﾌｫｰﾗﾑ準

備会 

大田区におけるものづくり教育推進の方策を協議し

た。 
5 43 

授業改善リーダー 

大田区学習効果測定結果や全国学力・学習状況調査結

果を受け、各教科における本区の学習課題を明らかに

し、今後の授業改善につなげる「授業改善のポイント」

を作成し各校へ配布した。また、「授業改善のポイン

ト」に基づいた実践報告を「授業改善セミナー」で報

告した。 

 

 

 

2 36 
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おもしろ理科教室推進委

員会 

おもしろ理科教室の実践状況を調査し、実践報告書を

作成する。また、各学校での実践例を掲載し、各学校

でのおもしろ理科教室の充実を図る。 

1 6 

自然体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成委

員会 

小５、小６、中１の移動教室における体験活動の充実

を目指し、「自然体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を作成した。 
2 7 

 

⑦ 教育研究推進校（平成 24年度） 

・目 的  教育委員会の教育目標及び教育施策を達成するため、教育委員会及び区立学校が

当面する教育課題を積極的に解決するよう実践的研究や活動を奨励し、本区にお

ける学校教育の推進・充実を図る。 

・対 象  ＜1年次＞大森第四小学校、馬込第二小学校、池上第二小学校、田園調布小学校、

調布大塚小学校、東調布第三小学校、赤松小学校、糀谷小学校、矢口

小学校、大森第七中学校 

＜2年次＞池上小学校、洗足池小学校、東糀谷小学校、中萩中小学校、六郷小学

校、西六郷小学校、多摩川小学校、新宿小学校、雪谷中学校 

        

⑧ 学校教育における環境学習の推進 

・目 的     学校、家庭、地域での、よりよい環境づくりや環境保全に配慮した望ましい行 

動がとれるよう推進を図る。 

・対 象   全幼稚園、全小学校、全中学校 

・実 績  「エコスクールおおた」を踏まえて、学校での節電や節水、ごみの減量などに 

取り組んだ。また、6月を「ＣＯ２削減アクション月間」とし、全区立小学校第 5 

学年児童と中学校第1学年生徒がチェックシートを活用してＣＯ２排出量の削減に 

取り組む。 
 

４ 学習･指導資料作成 

・目 的     児童・生徒の確かな学力・体力の向上、道徳の授業を核とした心の教育の推進、 

宿泊を伴う学校行事の一層の充実等を図るため、児童・生徒の学習資料を作成す 

るとともに指導の充実・改善を図る資料を作成することを目的とする。 

・対 象     区立学校の校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、主任養護教諭、養護教諭、全児 

童・生徒 

・実 績（平成 23年度） 

５ 交通安全巡回指導 

・目 的  児童の交通安全を図るため、平成 9 年度から専任の交通安全指導員(非常勤)2

名を配置し児童に交通安全意識を身につけさせるとともに、児童自身でその場の

副読本名 内容 配布学年 

わたしたちの大田区 小３・４学年用社会科副読本 小学校第３学年児童 

のびゆく大田区 中学校社会科副読本 中学校第１学年生徒 

自然を訪ねて「のべやま」 中学校移動教室用冊子 中学校第１学年生徒 

とうぶ学習ガイド 小学校移動教室用冊子 小学校第６学年児童 

伊豆高原に学ぶ 小学校移動教室用冊子 小学校第５学年児童 

32
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④ 外国人による英語指導 

・目 的     外国人の外国語教育指導員の力をかりて、日常的な会話や簡単な情報交換等が

できるような実践的コミュニケーション能力を培うことを目指す。 

・対 象      区立小学校全 5年生・6 年生（1 人×22時間）年間 

区立全中学校全生徒    （1人×10 時間）年間 

・実 績     派遣時間   区立小学校全 5 年生・6年生（1人×22 時間）年間 

区立全中学校全生徒    （1人×10 時間）年間 

 

⑤ 外国人、帰国児童・生徒日本語特別指導 

・目  的     在日外国人児童・生徒、帰国児童・生徒、引揚児童・生徒の中には、日本語の

指導が必要なものが増加している。そのため、学校の求めに応じて 1 人あたり年

60時間を上限として、児童・生徒の日本語の指導を行う。 

・対 象     区立小・中学校全児童・全生徒 

・実 績     日本語指導を受けている児童・生徒数：29校 55人（小学校）、12校 

26人（中学校）総時数 3,210時間 （平成 23年度実績） 

 

⑥ 各種調査委員会等 

・目  的  教育推進プランの円滑な実施と今日的教育課題への対応を図るため、必要な調

査委員会を設置し、具体策を協議・検討する。 

・対 象  区立小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、主任教諭、教諭 

・実 績（平成 23年度） 

 

各種調査委員会 内   容 
延べ 

回数 
委員数 

国語力向上推進委員会 
漢字検定部会、読書活動部会を設定し、児童・生徒の

国語力の向上を図った。 
11 20 

体力調査委員会 
児童生徒の体力を総合的に把握するため、実態調査を

集計し考察し結果を報告書にまとめ、大田区HPに掲載

した。 

5 9 

体力向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 
大田区体力向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（実践編）ﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し、大

田区HPに掲載した。 
4 12 

食育推進委員会 
給食指導や各教科で取り組まれてきた食に関する指導

を整理し、報告書にまとめた。また、保護者啓発用リ

ーフレットを作成した。 

5 12 

社会科副読本作成委員会 
「わたしたちの大田区」の発行に向けて資料を作成し
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おもしろ理科教室推進委
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2 7 
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取り組む。 
 

４ 学習･指導資料作成 
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・対 象     区立学校の校長、主幹教諭、主任教諭、教諭、主任養護教諭、養護教諭、全児 

童・生徒 

・実 績（平成 23年度） 

５ 交通安全巡回指導 

・目 的  児童の交通安全を図るため、平成 9 年度から専任の交通安全指導員(非常勤)2

名を配置し児童に交通安全意識を身につけさせるとともに、児童自身でその場の

副読本名 内容 配布学年 

わたしたちの大田区 小３・４学年用社会科副読本 小学校第３学年児童 

のびゆく大田区 中学校社会科副読本 中学校第１学年生徒 

自然を訪ねて「のべやま」 中学校移動教室用冊子 中学校第１学年生徒 

とうぶ学習ガイド 小学校移動教室用冊子 小学校第６学年児童 

伊豆高原に学ぶ 小学校移動教室用冊子 小学校第５学年児童 
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状況に応じた正しい判断ができるようになることを目的として指導している。 

指導内容は、主に「歩行のルールや横断歩道の渡り方」「自転車の点検と正し

い乗り方」「日常生活における交通安全・交通法規の確認」の 3 点である。それ

ぞれに指導目標を定めて計画的に実施。 

また、平成 22 年度から指導内容をさらに拡充し、中学生及び夏季休業期間中の

小学生に対して、交通安全指導を行っている。 

・対 象  区立小学校児童、区立中学校生徒 

・根 拠  大田区交通安全指導員取扱要綱 

（平成 22年 1月 7日 21教教発第 12920号教育長決定） 

 

・実 績 

（平成 23 年度） 

 対象 回数 児童数 

歩 行 訓 練 小学校１年生 56回 4,504人 

自 転 車 教 室 小学校 44回 3,601人 

下 校 指 導 小学校 37回 3,088人 

交通安全教室 

 

小学校 

中学校 

   86回 

   4 回 

18,656人 

1,141人 

夏休み自転車教室 小学校 12回 467人 

夏休み交通安全教室 小学校 ７回 135人 

計  246回 31,592人 

 

６ 小・中学校連合行事 

・目 的     区立小・中学校の各学校での取組の成果を発表する場として設定し、児童・生 

徒も教員も他に学ぶ機会をもつことで切磋琢磨し、学習意欲の向上と指導力向上 

を図ることを目的とする。 

・対 象     区立学校児童・生徒 

・実 績（平成 23年度） 

 

行 事 名 対 象 者 回 数 

特別支援学級連合運動会 特別支援学級児童・生徒 年１回 

特別支援学級連合移動教室 特別支援学級児童・生徒 年１回 

特別支援学級連合演劇鑑賞教室 特別支援学級児童・生徒 隔年１回 

特別支援学級連合作品展覧会 特別支援学級児童・生徒 隔年１回 

小・中学校連合音楽鑑賞教室 区立小学校第５学年児童 中学校第２学年生徒 年１回 

小学校連合音楽会 区立小学校児童 隔年１回 

中学校連合陸上大会 区立中学校生徒 年１回 

中学校連合学芸会 

   （音楽・演劇・英語） 
区立中学校生徒 年１回 

中学校連合ダンス発表会 区立中学校生徒 年１回 

小学校図画工作作品展覧会 区立小学校児童 年１回 

小学校家庭科作品展覧会 区立小学校児童 隔年１回 

中学校技術家庭科作品展覧会 区立中学校生徒 年１回 

中学校美術科作品展覧会 区立中学校生徒 年１回 

小・中学校連合書写展覧会 区立学校児童・生徒 年１回 
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７ 大田区教育研究会 

・目 的  大田区教職員の研究と修養を深め、その成果を教育の振興・発展に資することを

目的とする。 

・対 象  区立小学校・中学校・館山さざなみ学校 校長・副校長・主幹教諭・主任教諭・

教諭・事務職員・学校栄養職員 

・実 績  一斉部会は年 6 回開催している。研究授業に向けての事前研究会などは、随時開

催している。 

会員数－小学校 1,417名､中学校 649 名､会員数計 2,066名 

（平成 24年 4月 20 日現在） 

・内 容  教育の発展に資する各種研究機関の設置とその運営 

教育に関する研究、出版、広報活動 

小・中学校単位研究の奨励、援助 

教職員の研修及び研究奨励に関する事業 

小中一貫教育への研究・研修    

＜研究部＞ 

○小・中学校別教科等研究部 

〔小 学 校〕  国語 社会 算数 理科 生活科・総合的な学習の時間 音楽 

図工 家庭 体育 道徳 外国語活動 特別活動 学校保健  

情報教育 図書館教育 児童文化 学校給食 学校事務 

〔中 学 校〕 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術・家庭 

英語 道徳 特別活動 養護 総合的な学習の時間 情報教育 

図書館教育 生活指導 演劇 学校給食 学校事務 新聞教育  

〔小・中合同〕特別支援教育 学校教育相談 環境教育 人権教育  

進路指導 福祉・ボランティア教育 

研究部とは別に「小中一貫教育の会」があり、授業公開や協議会を実施してい

る。 
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９ 特別支援学級 

心身に障がい等があり、通常の学級の教育ではもっている力を十分にのばしきれない児童・生徒のため

に特別支援学級を設置している。 

学級では、一人ひとりの障がいの特性や発達の状況に応じて、きめ細かな指導を行い、社会生活に必要

な能力を最大限にのばすことを目標とし、教育を行っている。 

(１) 根拠法令  学校教育法第８１条 

(２) 事業内容 
特別支援学級には、固定学級と通級指導学級があり、固定学級は知的障害学級として設置している。

各学級においては、一人ひとりの児童・生徒に対して、個別指導計画を作成し、きめ細かい指導を実施

している。 

また、通級指導学級では、難聴、弱視、言語障害、情緒障害等、通常の学級に在籍する軽度の障がい

がある児童・生徒に対して特別な指導を行っている。なお、中学校の情緒障害等通級指導学級において

は心因的な理由等による不登校生徒の指導も行っている。  

(３) 特別支援学級設置数（平成 24年 5月 1 日現在） 

  学校数 学級数 児童・生徒数 

小学校 ２２ ３４ (２９) ２２３ (２６９) 

中学校 ９ １７  (８) １２７  (６３) 

計 ３１ ５１ (３７) ３５０ (３３２) 

※(  )内は通級指導学級 

 小学校                          （平成 24年 5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校   名 

（設置年月日) 
種 別 学級数 

児童・ 

生徒数 

大森第五 

(昭 33.11. 1) 
知的障害 ２ １１ 

大森東 

(平 21. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１７) 

入新井第一 

(昭 29. 4. 1) 

(昭 37. 5. 7) 

知的障害 

難  聴 
３ 

(１) 

１９ 

(５) 

馬込第二 

(昭 37. 4. 1) 
知的障害 ２ １４ 

馬込第三 

(平 20. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１５) 

池上 

(昭 43. 4. 1) 
知的障害 ３ ２４ 

池上第二 

（平 23. 4. 1） 
知的障害 ２ １１ 

入新井第二 

(平 18. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１４) 

東調布第一 

(昭 29. 4. 1) 
知的障害 ２ １０ 

東調布第三 

(昭 49. 4. 1) 

(平 21. 4. 1) 

弱  視 

情緒障害等 
(１) 

(２) 

(５) 

(２０) 

嶺町 

(平 13. 4. 1) 
情緒障害等 (３) (２７) 

雪谷 

(昭 32.10. 1) 
知的障害 ４ ２５ 

 

校   名 

（設置年月日) 
種 別 学級数 

児童・ 

生徒数 

東糀谷 

(昭 35. 4.11) 
知的障害 ３ ２２ 

北糀谷 

(昭 52. 3. 8) 

(平 7. 4. 1) 

難  聴 

言語障害 
(１) 

(２) 

(７) 

(３１) 

中萩中 

(平 19. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１７) 

出雲 

(昭 44. 4. 1) 
知的障害 ３ ２０ 

六郷 

(平 21. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１９) 

西六郷 

(昭 36. 4.18) 
知的障害 ３ ２１ 

志茂田 

(昭 61. 4. 1) 

(平 15. 4. 1) 

言語障害 

情緒障害等 
(３) 

(４) 

(４５) 

(３５) 

矢口東 

(昭 33.11.1) 
知的障害 ４ ２７ 

蒲田 

(昭 29.6.14) 
知的障害 ３ １９ 

南蒲 

(平 21. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１２) 

小学校計 
３４ 

(２９) 

２２３ 

(２６９) 

※(  )内は通級指導学級 
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中学校                          （平成 24年 5月 1 日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０ 館山さざなみ学校 

館山さざなみ学校は、喘息・肥満・病虚弱・偏食等の児童が、健康及び栄養指導と規則正しい生活によ

り健康の回復増進を図ることを目的に設置された。海と丘に囲まれた自然の中で、通常の教育課程も学ぶ

全寮制の学校である。 

施設は校舎・体育館・寄宿舎・食堂・プール・校庭などが同一敷地内に設けられ充実しており、職員は

教職員のほか寄宿舎指導員、看護師等が配置されている。 

(１) 根拠法令 学校教育法第 72条、同施行令第 23 条第 3項 

(２) 所在地  〒294-0223 千葉県館山市洲宮 768 番地の 117 

   電 話 0470(28)1811 

   ＦＡＸ 0470(28)1812 

(３) 入学条件 区内に居住する小学校 3年生から 6 年生の児童 

(４) 入学の手続 

 
        入学申込書      入学申込書等       内容報告 

 
                   入学決定通知        決 定 

 
             入学決定通知書             入学決定関係書類 

(５) 学級編制と定員 

学級編制状況  (平成 24年 5月 1 日現在)     設置学級及び定員 

学 年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

学級数 １ １ １ １ ４ 

児童数 ５ ６ ６ ５ ２２ 

(６) 沿革 
昭和 11年 7 月 岩井養護学園開園 

昭和 14年 7 月 宇佐美学園開園 

昭和 22年 4 月 両学園とも大田区立養護学園となる。 

学 年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

学級数 １ １ １ １ ４ 

児童数 ２０ ２０ ２０ ２０ ８０ 

校   名 

（設置年月日) 
種 別 学級数 

児童・ 

生徒数 

大森第二 

(平 7. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１２) 

大森第八 

(昭 42. 4. 1) 
知的障害 ４ ３１ 

馬込 

(昭 42. 4. 1) 
知的障害 ３ ２４ 

東調布 

(昭 33.11.5) 
知的障害 ３ １９ 

羽田 

(昭 40. 4.14) 
知的障害 ２ １４ 

志茂田 

(昭 35.11. 4) 
知的障害 ３ ２３ 

 

保

護

者 

区

内

小

学

校 

学 

務 

課 

 
※ 
面 
接 

 
教

育

委

員

会 

館

山

さ

ざ

な

み

学

校 
 

※ 
面 
接 

校   名 

（設置年月日) 
種 別 学級数 

児童・ 

生徒数 

御園 

(昭 57. 4. 1) 
(平 元. 4. 1) 

難  聴 

情緒障害等 

(１) 

(３) 

(８) 

(２８) 

蓮沼 

(昭 31. 4. 1) 
知的障害 ２ １６ 

東蒲 

(平 23. 4. 1) 
情緒障害等 (２) (１５) 

中学校計 
１７ 

(８) 

１２７ 

(６３) 

※(  )内は通級指導学級 
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１３ 就学援助費の支給 

経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に、給食費や学用品の購入費など、学校

でかかる費用の一部を支給する（生活保護法による教育扶助を受けている場合は、教育扶助として支給さ

れている費目を除く）。また、医療費についても援助の対象となっている疾病を治療した場合には、治療に

要した費用を支給する。    

(１) 根拠法令 
 「教育基本法第 4条」、「学校教育法第 19条」等 

(２) 申請資格 
  大田区に居住し、小・中学校に通学している児童・生徒の保護者 

(３) 平成２３年度認定者数 
 認定者数 11,217 人 （小学校 7,212人 ・ 中学校 4,005 人）    

           
平成 24年度 小学校就学援助費目及び支給額                  (単位 = 円) 

学 

校 
学 年 

新入学 

用品費 
給食費 

学用品

費 

校外 

授業費 

クラブ 

活動費 

移動教室   

参 加 費 

修学旅行   

参 加 費 

卒  業   

ｱﾙﾊﾞﾑ費 
計 

小 

学 

校 

１ 23,210 41,800 15,240 1,050         81,300 

２   41,800 18,340 1,050         61,190 

３   46,200 18,340 1,050         65,590 

４   46,200 18,340 3,150 230       67,920 

５   50,600 18,340 3,150 230 7,300     79,620 

６   50,600 18,340 3,150 230 7,600   6,500 86,420 

 
平成 24年度 中学校就学援助費目及び支給額                  (単位 = 円) 

学 

校 
学 年 

新入学 

用品費 
給食費 

学用品

費 

校外 

授業費 

クラブ 

活動費 

移動教室   

参 加 費 

修学旅行   

参 加 費 

卒  業   

ｱﾙﾊﾞﾑ費 
計 

中
学
校 

１ 26,120 55,000 29,590 1,680   9,800     122,190 

２   55,000 33,440 1,680         90,120 

３   55,000 33,440 4,800     64,000 6,500 163,740 

 
 

 

 

１４ 就学、学級編制  

＜ 就 学 ＞ 
 

大田区には、区立小学校が 59 校、区立中学校が 28校ある｡各学校ごとに通学区域を定めており、当該

児童・生徒の住所により就学する学校を指定している｡指定校以外の学校への就学（指定校変更）につい

ては、申請理由及び当該校の児童・生徒数、学級数、施設保有数などを総合的に判断し、相当と認める

場合は許可している。 

 (１) 根拠法令 
「憲法第 26 条」、「学校教育法第 17条」、「学校教育法施行令第 5条」、 

「大田区立学校設置条例」、「大田区立学校設置規則」等 

注① 費目には上記の他に「体育実技費」がある。 

注② 移動教室、修学旅行の参加費は限度額。 

注③ 糀谷中夜間学級は給食費 62,700円 

注④ 国立・都立・私立については、給食費は支給しない。 
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＜ 学級編制 ＞ 

大田区では、東京都の学級編制基準に基づき小学校第 1 学年は 1学級 35人、その他の学年は 1学級 40

人で学級編制を行っている。平成 24 年度については、小学校第 2 学年で 35 人学級対応加配の適用によ

り原則として 1 学級 35人で編制しているほか、中学校第 1学年で中 1ギャップの予防・解決のための教

員加配により 1 学級 37人で編制、若しくはティームティーチングや尐人数指導での活用を図っている。 

 (１) 根拠法令  
「公立義務教育諸学校の学級編制および教職員定数の標準に関する法律」、「東京都公立小学校、中

学校及び中等教育学校前期課程の学級編制基準」 
 

１５ 適正配置 

児童のより良い教育環境を整備していくため、区立小中学校適正規模適正配置審議会からの答申を受け、

平成 12 年度に第一次実施計画を策定し、平成 14 年度に統合を実施、平成 15 年 11 月に第二次実施計画を

策定、公表し、平成 17年度統合を実施した。 

＜ 実施の内容 ＞ 

(１) 第一次実施計画に基づく統合(平成１４年４月実施) 

・羽田旭小学校を東糀谷小学校と羽田小学校に統合した。 
・大森第二小学校と大森第六小学校を統合し、開桜小学校とした。 

(２) 第二次実施計画に基づく統合(平成１７年４月実施)  

・蓮沼小学校と女塚小学校を統合し、おなづか小学校とした。 
・北蒲小学校と蒲田小学校を統合し、蒲田小学校とした。 

 

１６ 幼稚園 

大田区の区立幼稚園は平成 21年 3月 31 日に 9 園すべて廃園となった。 

(１) 根拠法令  

「大田区立幼稚園条例」「大田区立幼稚園条例を廃止する条例」 

 

１７ 校外施設 

伊豆高原学園、野辺山学園、休養村とうぶの 3 校外施設は、区立小・中学校に在学する児童・生徒が、

豊かな自然環境の中で集団生活を通じて、人間的な交流を広げ、自然とのふれあいや地域社会への理解を

深めながら、心身共に健全で調和のとれた学習及び健康増進を促進するために、移動教室や夏季施設を実

施する施設として設置されている。（平成 21年度より、対象学年を変更） 

また、社会教育団体も、使用料を徴収して、児童・生徒の利用しない期間に使用できる。 

(１) 根拠法令   伊豆高原学園、野辺山学園‥‥‥‥大田区立学校校外施設設置条例 
    休養村とうぶ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大田区休養村とうぶ条例 

(２) 伊豆高原学園 

小学校の移動教室及び夏季施設のために設置された。伊豆半島東海岸の中ほどの伊東市八幡野にあ

る。区立小学校 5年生が 2泊 3日で移動教室を行う。 

平成 24年度から平成 27年度までは、改築のため伊豆高原学園付属施設（旧伊豆高原荘）を宿舎と

して使用する。 
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(３) 野辺山学園 

八ヶ岳連峰を目前に眺め、東には飯盛山、女山、北には男山、城山などの山々に囲まれた広大な野

辺山高原の中にある。 
区立中学校 1年生が 3 泊 4日で移動教室を行う。 

(４) 休養村とうぶ 

雄大な自然に囲まれた信州・東御市に設置されている。ぶどう畑を見下ろし、千曲川が流れ、遠く

美ヶ原や北アルプスが望める。 
一般区民利用との併用施設で、区立小学校 6年生が 3泊 4日の移動教室を行う。 

 
  伊豆高原学園、学園付属施設 野辺山学園 休養村とうぶ 

開  設 昭和 42 年 9 月 1日 昭和 48年 10月 12 日 平成 10年 8 月 12日 

所 在 地 

静岡県伊東市八幡野

1154-3、1151-36（学園付

属施設） 

長野県南佐久郡南牧村大字 

野辺山字二ツ山 674 
長野県東御市和 6733-1 

収容人員  254 人  384 人  生徒 260 人 

運 営 費 

(24年度) 77,412,000 円 

(内訳) 

学園 2,321,000 円 

付属施設 75,091,000 円 

(24年度) 81,832,000 円 (24年度) 12,233,000 円 

職 員 数 

所長外 5 人 

(事務職は兼務、再任用 3

人) 

所長外 2 人     

(所長、事務職は兼務 

再任用 1 人) 

 指定管理者 

 

(５) ２３年度利用実績 

 
  伊豆高原学園 野辺山学園 休養村とうぶ 

  児童 引率者 計 児童・生徒 引率者 計 児童・生徒 引率者 計 

移動教室 4,816 585 5,401 3,613 358 3,971 4,689 454 5,143 

その他 64 256 320 431 385 816 - - - 

計 4,880 841 5,721 4,044 743 4,787 4,689 454 5,143 
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１８ 学校保健・安全 

 

 社会生活の多様化は、子ども    

の健康と安全にも大きな影響

を与えている。学校生活におけ

る「健康と安全」は、学校教育

の発展に欠かすことのできな

いものであり、学校保健の充実

がますます必要である。 

 大田区では、近年の学校保健

の動向をふまえ、学校、学校医、

医師会、保護者と一体になって

子どもたちの｢健康管理｣の充

実｢健康と安全｣の推進あるい

は、保健活動の意識高揚のため

の｢啓蒙活動｣に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[定期健康診断] 

 

(１) 心臓検査 

   潜在的心疾患による突然死を未然に防ぐために、心音心電図検査を実施している。 

    

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条・学校保健安全法施行規則第 6条 

    

② 対 象 

    区立小・中学校 1年生 

    小学 4年生で保健調査の結果リストアップされた者 

    下記の理由により、検査が必要とされた者 

    ア 学校医聴打診で心雑音があった者  

    イ 日常検査で心臓検査が必要とされた者 

    ウ 前年度の結果で検査が必要とされた者 

    エ 前年度の検査対象者で未検査となっている者 

    

③ 実施方法 

    ア 「一次検査」簡略心音心電図検査 

    イ 「精密検査」標準 12誘導心電図検査、専門医診察、その他必要な検査 

   

－学校保健事務概要－ 
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１８ 学校保健・安全 

 

 社会生活の多様化は、子ども    

の健康と安全にも大きな影響

を与えている。学校生活におけ

る「健康と安全」は、学校教育

の発展に欠かすことのできな

いものであり、学校保健の充実

がますます必要である。 

 大田区では、近年の学校保健

の動向をふまえ、学校、学校医、

医師会、保護者と一体になって

子どもたちの｢健康管理｣の充

実｢健康と安全｣の推進あるい

は、保健活動の意識高揚のため

の｢啓蒙活動｣に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[定期健康診断] 

 

(１) 心臓検査 

   潜在的心疾患による突然死を未然に防ぐために、心音心電図検査を実施している。 

    

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条・学校保健安全法施行規則第 6条 

    

② 対 象 

    区立小・中学校 1年生 

    小学 4年生で保健調査の結果リストアップされた者 

    下記の理由により、検査が必要とされた者 

    ア 学校医聴打診で心雑音があった者  

    イ 日常検査で心臓検査が必要とされた者 

    ウ 前年度の結果で検査が必要とされた者 

    エ 前年度の検査対象者で未検査となっている者 

    

③ 実施方法 

    ア 「一次検査」簡略心音心電図検査 

    イ 「精密検査」標準 12誘導心電図検査、専門医診察、その他必要な検査 
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   ④ 検査者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

精密検査 

（受診者数） 

平成 21年度 8,609人 201人 

平成 22年度 8,576人 223人 

平成 23年度 8,542人 233人 

 

(２) 尿検査 

   腎臓病は、初期段階では自覚症状がなく、放置すると症状が悪化する危険がある。 

大田区では尿検査を実施して腎疾患の早期発見に努めるとともに、適切な事後指導 

により健康管理の徹底を図っている。 

   

① 根拠法令 

   学校保健安全法第 13条・学校保健法施行規則第 6条 

   

② 対 象 

   区立小・中学校の児童・生徒 

   

③ 実施方法 

   ア 「一次検査」蛋白、糖、潜血、ｐH  

   イ 「二次検査」蛋白、糖、潜血、ｐH（陽性者は、沈査顕微鏡検査を実施） 

（対象者：一次検査の陽性者） 

   ウ 「三次検査」蛋白、糖、潜血、ｐH、沈査顕微鏡検査（早朝尿、昼間尿）医師の聴診問診、

血圧測定、血液学的検査、血液生化学検査、免疫学的検査 

   エ 「事後指導」各学校医による健康相談を実施する。 

（対象者：二次検査陽性者全員に対して実施する。） 

   

④ 検査者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

二次検査 

（受診者数） 

三次検査 

（受診者数） 

事後指導 

（実施校数） 

平成 21年度 38,096人 1,308人 344人 83校 

平成 22年度 38,769人 1,200人 262人 75校 

平成 23年度 38,943人 1,415人 330人 83校 

 

(３) 結核検診 

   日本での結核の罹患率は､平成 6 年頃から横ばいとなったが、平成 8 年以降平成 11 年まで上

昇に転じた。しかし、平成 11年の｢緊急事態宣言｣とその対策により、現在は減尐に転じている。 

大田区では大田区学校医会・地元医師会と連携して結核の早期発見に努めている。 

なお、平成 15年度からツベルクリン反応検査等が中止となり、問診票と学校医の診察と結核

対策委員会による精密検査対象者の選定で結核検診を行うようになった。 

  

① 根拠法令 

   学校保健安全法第 13条・学校保健安全法施行規則第 6条 

   

② 対 象 

   区立小・中学校の児童・生徒 
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  ③ 実施方法 

   ア  問診票により、本人の結核の既往歴や予防内服歴、家族の結核既往歴、高まん延国の

居住歴、自覚症状(2 週間以上の長引く咳や痰)、過去のＢＣＧ接種の有無（ツ反陽性に

よるＢＣＧ未接種者の選定）の情報を得て、学校医の内診の結果も参考にしながら、結

核対策委員会で精密検査対象者を選定する。 

   イ 「精密検査」 

 ツベルクリン反応検査等 結核対策委員会で精密検査対象者になった者に対して実施する。 

      Ｘ線直接撮影   結核対策委員会で精密検査対象者になった者に対して実施する。 

      喀痰検査     Ｘ線直接撮影の結果、必要とされた者を対象に実施する。 

  

  ④ 受診者数 

年度 検査内容 受診者数 

平成 21年度 

調査票による問診 

学校医による診察 

精密検査 

39,035人 

37,696人 

132人 

平成 22年度 

調査票による問診 

学校医による診察 

精密検査 

38,913人 

38,545人 

143人 

平成 23年度 

調査票による問診 

学校医による診察 

精密検査 

39,101人 

38,689人 

98人 

 

(４) ぎょう虫卵検査 

   ぎょう虫は人から人に感染し、感染すると安眠ができなくなり落ちつきがなくなる。 

また、盲腸炎と同じような激しい痛みを起こすことがある。 

   

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条・学校保健安全法施行規則第 6条 

    

② 対 象 

    区立小学校 1学年～3学年 ⇒ 法定 

    小学校 4学年 ⇒ 区独自の検査として実施 

    

③ 実施方法 

    ア セロハンテープ法により実施 

    イ 陽性者には駆虫薬の服用を指導 

    ウ 服用後 10日～14日後、再検査を実施 

 

④ 検査者数 

 

 

 

 

 

 

 

年度 検査者数 陽性者数 

平成 21年度 18,874人 21人 

平成 22年度 18,816人 19人 

平成 23年度 18,681人 20人 
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   ④ 検査者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

精密検査 

（受診者数） 

平成 21年度 8,609人 201人 

平成 22年度 8,576人 223人 

平成 23年度 8,542人 233人 

 

(２) 尿検査 

   腎臓病は、初期段階では自覚症状がなく、放置すると症状が悪化する危険がある。 

大田区では尿検査を実施して腎疾患の早期発見に努めるとともに、適切な事後指導 

により健康管理の徹底を図っている。 

   

① 根拠法令 

   学校保健安全法第 13条・学校保健法施行規則第 6条 

   

② 対 象 

   区立小・中学校の児童・生徒 

   

③ 実施方法 

   ア 「一次検査」蛋白、糖、潜血、ｐH  

   イ 「二次検査」蛋白、糖、潜血、ｐH（陽性者は、沈査顕微鏡検査を実施） 

（対象者：一次検査の陽性者） 

   ウ 「三次検査」蛋白、糖、潜血、ｐH、沈査顕微鏡検査（早朝尿、昼間尿）医師の聴診問診、

血圧測定、血液学的検査、血液生化学検査、免疫学的検査 

   エ 「事後指導」各学校医による健康相談を実施する。 

（対象者：二次検査陽性者全員に対して実施する。） 

   

④ 検査者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

二次検査 

（受診者数） 

三次検査 

（受診者数） 

事後指導 

（実施校数） 

平成 21年度 38,096人 1,308人 344人 83校 

平成 22年度 38,769人 1,200人 262人 75校 

平成 23年度 38,943人 1,415人 330人 83校 

 

(３) 結核検診 

   日本での結核の罹患率は､平成 6 年頃から横ばいとなったが、平成 8 年以降平成 11 年まで上

昇に転じた。しかし、平成 11年の｢緊急事態宣言｣とその対策により、現在は減尐に転じている。 

大田区では大田区学校医会・地元医師会と連携して結核の早期発見に努めている。 

なお、平成 15年度からツベルクリン反応検査等が中止となり、問診票と学校医の診察と結核

対策委員会による精密検査対象者の選定で結核検診を行うようになった。 

  

① 根拠法令 

   学校保健安全法第 13条・学校保健安全法施行規則第 6条 

   

② 対 象 

   区立小・中学校の児童・生徒 
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  ③ 実施方法 

   ア  問診票により、本人の結核の既往歴や予防内服歴、家族の結核既往歴、高まん延国の

居住歴、自覚症状(2 週間以上の長引く咳や痰)、過去のＢＣＧ接種の有無（ツ反陽性に

よるＢＣＧ未接種者の選定）の情報を得て、学校医の内診の結果も参考にしながら、結

核対策委員会で精密検査対象者を選定する。 

   イ 「精密検査」 

 ツベルクリン反応検査等 結核対策委員会で精密検査対象者になった者に対して実施する。 

      Ｘ線直接撮影   結核対策委員会で精密検査対象者になった者に対して実施する。 

      喀痰検査     Ｘ線直接撮影の結果、必要とされた者を対象に実施する。 

  

  ④ 受診者数 

年度 検査内容 受診者数 

平成 21年度 

調査票による問診 

学校医による診察 

精密検査 

39,035人 

37,696人 

132人 

平成 22年度 

調査票による問診 

学校医による診察 

精密検査 

38,913人 

38,545人 

143人 

平成 23年度 

調査票による問診 

学校医による診察 

精密検査 

39,101人 

38,689人 

98人 

 

(４) ぎょう虫卵検査 

   ぎょう虫は人から人に感染し、感染すると安眠ができなくなり落ちつきがなくなる。 

また、盲腸炎と同じような激しい痛みを起こすことがある。 

   

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条・学校保健安全法施行規則第 6条 

    

② 対 象 

    区立小学校 1学年～3学年 ⇒ 法定 

    小学校 4学年 ⇒ 区独自の検査として実施 

    

③ 実施方法 

    ア セロハンテープ法により実施 

    イ 陽性者には駆虫薬の服用を指導 

    ウ 服用後 10日～14日後、再検査を実施 

 

④ 検査者数 

 

 

 

 

 

 

 

年度 検査者数 陽性者数 

平成 21年度 18,874人 21人 

平成 22年度 18,816人 19人 

平成 23年度 18,681人 20人 
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日 常 観 察 

保
健
調
査
票 

コンピューター利用による総合健康管理 
 

【
事
後
指
導
・
健
康
相
談
】 

 健康診断結果のお知らせ 
 学級別健康診断一覧表 
 児童生徒健康診断票（公簿） 
 各種統計表 
 肥満児リストアップ 

各 種 検 査 
身 体 計 測 
学校医診断 

健
康
診
断
集
計
カ
ー
ド 

学級別保健調査一覧表 
心臓関係リストアップ 

結核問診票結核対策委員会要検討者名簿 

 

(５) 保健調査 

  児童生徒の健康管理をより充実 

したものとするため、保健調査や 

定期健康診断結果の集計にコンピ 

ューターを利用している。 

  これにより、各種検査や調査結 

果が一覧表等に整理され、健康管 

理や保健指導に必要な情報が効率 

的に提供されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[臨時健康診断] 

(１) 脊柱異常検査 

  脊柱側わん症は成長期の児童・生徒に見られ、原因が不明であることや、症状進行が体力ば

かりでなく、精神面にも影響を及ぼすため、学校保健の場でも近年大きく取り上げられている。

大田区ではＸ線撮影により早期発見に努めている｡ 

 

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条 

 

② 対 象 

    大田区立の小学校４～6年生、中学校 1～3年生のうち、定期健康診断や日常観察で脊柱異

常の疑いがある児童・生徒（医療機関で治療又は観察中の者は除く）。また、小学校 1～3 年

生でも特に検査を要すると判定された児童は対象とする。 

 

③ 実施方法  

 ア 「Ｘ線直接撮影」頚椎から腰椎までのＸ線直接撮影 

 イ 「事後指導」学校医による面接、事後指導 

 

④ 受診者数 

年度 受診者数 

平成 21年度 294人 

平成 22年度 299人 

平成 23年度 260人 

 

(２) 障がい児童等視力検査 
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   通常の視力検査では検査不能な児童生徒に対して、大田区では独自に眼科学校医と連携して    

  視力検査を実施している。 

   

① 対 象 

    定期健康診断時に行う通常の検査では、視力測定が不能な児童生徒 

   

② 実施方法 

   ア 「第一次スクリーニング」 

   イ 「精密検査」 

    

③ 検査者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

精密検査 

（受診者数） 

平成 21年度 15人 0人 

平成 22年度 8人 0人 

平成 23年度 8人 2人 

 

(３) 結核検診（追加） 

  平成 23年度から結核が多くまん延する国に一定の居住歴がある児童・生徒が転入した場合等

に限り、定期健康診断に加え、秋・冬の時期において、臨時健康診断として結核検診を行うこ

ととした。 

 

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条 

 

② 対 象 

    区立小・中学校の児童・生徒のうち、結核が多くまん延する国に一定の居住歴等がある、

定期健康診断時以降に転入した児童・生徒 

 

③ 実施方法 

   ア  問診票により、本人の高まん延国の居住歴等の情報を得て、学校医の内診の結果も参

考にしながら、結核対策委員会で精密検査対象者を選定する。 

   イ 「精密検査」 

      Ｘ線直接撮影   結核対策委員会で精密検査対象者になった者に対して実施する。 

    喀痰検査     Ｘ線直接撮影の結果、必要とされた者を対象に実施する。 

 

[給付事業] 

(１) 学校管理下の事故による疾病についての医療費等の給付 

① 根拠法令 

    独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

 

② 対 象 

    大田区立小学校、中学校の児童・生徒で学校管理下で災害にあった者 

 

③ 実施方法 
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日 常 観 察 

保
健
調
査
票 

コンピューター利用による総合健康管理 
 

【
事
後
指
導
・
健
康
相
談
】 

 健康診断結果のお知らせ 
 学級別健康診断一覧表 
 児童生徒健康診断票（公簿） 
 各種統計表 
 肥満児リストアップ 

各 種 検 査 
身 体 計 測 
学校医診断 

健
康
診
断
集
計
カ
ー
ド 

学級別保健調査一覧表 
心臓関係リストアップ 

結核問診票結核対策委員会要検討者名簿 

 

(５) 保健調査 

  児童生徒の健康管理をより充実 

したものとするため、保健調査や 

定期健康診断結果の集計にコンピ 

ューターを利用している。 

  これにより、各種検査や調査結 

果が一覧表等に整理され、健康管 

理や保健指導に必要な情報が効率 

的に提供されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[臨時健康診断] 

(１) 脊柱異常検査 

  脊柱側わん症は成長期の児童・生徒に見られ、原因が不明であることや、症状進行が体力ば

かりでなく、精神面にも影響を及ぼすため、学校保健の場でも近年大きく取り上げられている。

大田区ではＸ線撮影により早期発見に努めている｡ 

 

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条 

 

② 対 象 

    大田区立の小学校４～6年生、中学校 1～3年生のうち、定期健康診断や日常観察で脊柱異

常の疑いがある児童・生徒（医療機関で治療又は観察中の者は除く）。また、小学校 1～3 年

生でも特に検査を要すると判定された児童は対象とする。 

 

③ 実施方法  

 ア 「Ｘ線直接撮影」頚椎から腰椎までのＸ線直接撮影 

 イ 「事後指導」学校医による面接、事後指導 

 

④ 受診者数 

年度 受診者数 

平成 21年度 294人 

平成 22年度 299人 

平成 23年度 260人 

 

(２) 障がい児童等視力検査 
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   通常の視力検査では検査不能な児童生徒に対して、大田区では独自に眼科学校医と連携して    

  視力検査を実施している。 

   

① 対 象 

    定期健康診断時に行う通常の検査では、視力測定が不能な児童生徒 

   

② 実施方法 

   ア 「第一次スクリーニング」 

   イ 「精密検査」 

    

③ 検査者数 

年度 
一次検査 

（受診者数） 

精密検査 

（受診者数） 

平成 21年度 15人 0人 

平成 22年度 8人 0人 

平成 23年度 8人 2人 

 

(３) 結核検診（追加） 

  平成 23年度から結核が多くまん延する国に一定の居住歴がある児童・生徒が転入した場合等

に限り、定期健康診断に加え、秋・冬の時期において、臨時健康診断として結核検診を行うこ

ととした。 

 

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 13条 

 

② 対 象 

    区立小・中学校の児童・生徒のうち、結核が多くまん延する国に一定の居住歴等がある、

定期健康診断時以降に転入した児童・生徒 

 

③ 実施方法 

   ア  問診票により、本人の高まん延国の居住歴等の情報を得て、学校医の内診の結果も参

考にしながら、結核対策委員会で精密検査対象者を選定する。 

   イ 「精密検査」 

      Ｘ線直接撮影   結核対策委員会で精密検査対象者になった者に対して実施する。 

    喀痰検査     Ｘ線直接撮影の結果、必要とされた者を対象に実施する。 

 

[給付事業] 

(１) 学校管理下の事故による疾病についての医療費等の給付 

① 根拠法令 

    独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

 

② 対 象 

    大田区立小学校、中学校の児童・生徒で学校管理下で災害にあった者 

 

③ 実施方法 
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① 平成 23年度実施事業 

健康づくり講演会の開催 

年 1回開催 ≪対象者≫学校医、学校薬剤師、学校長、養護教諭、学校

栄養士、ＰＴＡ等学校保健関係者、一般区民等 

子どもの健康づくり教室 年 4回開催(池上会館) 

年 45校開催 (小学校) ≪対象者≫児童、生徒とその保護者 

  

(２) 側わん対策 

   大田区では脊柱異常検査により脊柱側わん症等の脊柱異常の早期発見に努めるとともに、 

  講演会やパンフレットにより、正しい姿勢の指導に努めている。 

 

   ① 平成 23年度実施事業 

「側わん対策講演会の開催」 

年 1回開催 ≪対象者≫ 脊柱異常対象者の保護者及び教職員、養護教諭、

学校医等 

 

   

 48 

  日本スポーツ振興センターの災害共済給付契約の加入金を納付し、学校管理下での災害に

対し医療費等の給付を行う。 

 

④ 給付件数 

年度 給付件数 給付金額 

平成 21年度 3,451件 24,012,909 円 

平成 22年度 3,725件 23,312,387 円 

平成 23年度 3,907件 26,629,295 円 

 

(２) 要（準要）保護児童生徒に対する医療費の援助 

① 根拠法令 

    学校保健安全法第 24条・学校保健法施行令第 9条 

   

② 対 象 

    大田区立の小中学校に在学する要（準要）保護の児童生徒で法 24条の政令に定める疾病に

かかり、学校において治療の指示を受けた者 

   

③ 実施方法 

    要（準要）保護児童生徒医療券を医療機関の窓口に提示することにより、児童生徒に係わ

る保険診療の自己負担分を援助する。 

   

④ 延受給者数と援助金額 

年度 延受給者数 援助金額 

平成 21年度 2人 22,930円 

平成 22年度 0人 0円 

平成 23年度 1人 2,770円 

 

(３) 区独自の施策としての給付事業 

日本スポーツ振興センターの給付対象外の学校管理下の災害についても、大田区災害診療費

を給付して、保護者負担の軽減を図っている。 

      
[環境整備] 

  学校施設の環境衛生の維持・改善を図るため、学校環境衛生基準に基づき、教室等の空気環

境の検査や学校プールの水質検査など衛生検査を実施している。また、衛生害虫等についても、

児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除を実施している。 

[健康教育] 

(１) 生活習慣病対策 

   児童・生徒の肥満は、放置すると成人の肥満に移行し、高血圧、糖尿病、心機能障がい等、

いわゆる成人病をひきおこす一因となる。大田区では、講演会・子どもの健康づくり教室の開

催などを通じて生活習慣病に関する知識の普及を行っている。 
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① 平成 23年度実施事業 

健康づくり講演会の開催 

年 1回開催 ≪対象者≫学校医、学校薬剤師、学校長、養護教諭、学校

栄養士、ＰＴＡ等学校保健関係者、一般区民等 

子どもの健康づくり教室 年 4回開催(池上会館) 

年 45校開催 (小学校) ≪対象者≫児童、生徒とその保護者 
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「側わん対策講演会の開催」 

年 1回開催 ≪対象者≫ 脊柱異常対象者の保護者及び教職員、養護教諭、

学校医等 
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    要（準要）保護児童生徒医療券を医療機関の窓口に提示することにより、児童生徒に係わ

る保険診療の自己負担分を援助する。 

   

④ 延受給者数と援助金額 

年度 延受給者数 援助金額 

平成 21年度 2人 22,930円 
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平成 23年度 1人 2,770円 

 

(３) 区独自の施策としての給付事業 

日本スポーツ振興センターの給付対象外の学校管理下の災害についても、大田区災害診療費

を給付して、保護者負担の軽減を図っている。 

      
[環境整備] 

  学校施設の環境衛生の維持・改善を図るため、学校環境衛生基準に基づき、教室等の空気環

境の検査や学校プールの水質検査など衛生検査を実施している。また、衛生害虫等についても、

児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除を実施している。 

[健康教育] 

(１) 生活習慣病対策 

   児童・生徒の肥満は、放置すると成人の肥満に移行し、高血圧、糖尿病、心機能障がい等、

いわゆる成人病をひきおこす一因となる。大田区では、講演会・子どもの健康づくり教室の開

催などを通じて生活習慣病に関する知識の普及を行っている。 
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２０ 学校給食 
 児童・生徒の心身の健全な発達のため、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために以

下のことがらを目標とし、その達成に努めている。 
 １ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 
 ２ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力 
  を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 
 ３ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 
 ４ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を 
  尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 
 ５ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労 
  を重んずる態度を養うこと。 
 ６ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 
 ７ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 
 

(１) 根拠法令   「学校給食法」 

 
(２) 対  象   大田区立の全小中学校において実施 

 
(３) 内  容 

  ① 給食費 
   本区では、人件費、施設設備費、維持費及び光熱水費を公費で負担し、食材料費のみを保護

者負担として学校給食を運営している。 
 
【一人当たりの給食費（平成 23年度）】 
          項目       
学年 1 か月当たりの給食費 １食単価 

  

小 
学 
校 

低学年（1・2年生） 3,800円 220円 

中学年（3・4年生） 4,200円 240円 

高学年（5・6年生） 4,600円 265円 

中学生（1～3年生） 5,000円 300円 

   
② 給食実施回数 

   教育委員会では、基本回数を小学校 193回、中学校 184回としている。 
 
【年間の給食実施平均回数】 

 平成 23年度 平成 22年度 平成 21年度 

小学校 192 191 190 

中学校 182 180 179 
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１９ 学校保健統計 

平成 23年度 児童生徒の体格平均値 

学年 区分 
    身   長（ｃｍ）     体   重（ｋｇ）     座   高（ｃｍ） 

男 女 男 女 男 女 

   全  国 １１６．６ １１５．７ ２１．３ ２０．８ ６４．９ ６４．４ 

  １  年 都 １１７．１ １１５．６ ２１．４ ２０．８ ６５．０ ６４．４ 

   大田区 １１７．１ １１６．２ ２１．４  ２１．０ ６４．８ ６４．５ 

小  全  国 １２２．６ １２１．６ ２４．０ ２３．４ ６７．７ ６７．２ 

  ２  年 都 １２３．２ １２１．８ ２４．２ ２３．４ ６８．０ ６７．３ 

   大田区 １２２．９ １２１．９  ２３．９ ２３．３ ６７．７ ６７．２ 

   全  国 １２８．２ １２７．４ ２７．０ ２６．４ ７０．２ ６９．９ 

学 ３  年 都 １２８．６ １２７．８ ２７．２ ２６．４ ７０．４ ７０．１ 

   大田区 １２８．７ １２７．７ ２７．２ ２６．３ ７０．４ ７０．０ 

   全  国 １３３．５ １３３．５ ３０．３ ２９．８ ７２．７  ７２．７ 

  ４  年 都 １３４．４ １３３．９ ３０．５ ２９．６ ７３．０ ７２．８ 

校  大田区 １３４．０ １３４．０ ３０．３ ３０．０ ７２．７ ７２．７ 

   全  国 １３８．８ １４０．２ ３３．８ ３４．０ ７４．９ ７５．９ 

 
 

５  年 都 １３８．６ １４０．１ ３３．３ ３３．６ ７４．７ ７５．７ 

 
 

 大田区 １３９．５ １４０．５ ３４．５ ３３．９ ７５．０ ７５．９ 

 
 

 全  国 １４５．０ １４６．７ ３８．０ ３８．８ ７７．６ ７９．２ 

 
 

６  年 都 １４６．３ １４６．５ ３９．２ ３８．２ ７８．２ ７９．１ 

   大田区 １４５．４ １４６．９ ３８．９ ３８．９ ７７．８ ７９．３ 

   全  国 １５２．３ １５１．９ ４３．８ ４３．６ ８１．２ ８２．１ 

中 １  年 都 １５３．１ １５２．５ ４３．７ ４３．２ ８１．６ ８２．３ 

   大田区 １５３．３ １５２．４ ４５．０ ４４．０ ８１．８  ８２．５ 

   全  国 １５９．６ １５５．０ ４９．０ ４７．１ ８４．９ ８３．９ 

学 ２  年 都 １５９．９ １５５．５ ４９．２ ４７．０ ８４．９ ８４．１ 

   大田区 １６０．５ １５５．６ ４９．５ ４７．６ ８５．４ ８４．２ 

   全  国 １６５．１ １５６．６ ５４．２ ４９．９ ８８．１ ８４．２ 

校 ３  年 都 １６５．８ １５７．３ ５４．５ ５０．１ ８８．３ ８５．３ 

   大田区 １６６．０ １５７．１ ５５．０ ５０．４ ８８．５ ８５．１ 
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２０ 学校給食 
 児童・生徒の心身の健全な発達のため、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために以

下のことがらを目標とし、その達成に努めている。 
 １ 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 
 ２ 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力 
  を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 
 ３ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 
 ４ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を 
  尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 
 ５ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労 
  を重んずる態度を養うこと。 
 ６ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 
 ７ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 
 

(１) 根拠法令   「学校給食法」 

 
(２) 対  象   大田区立の全小中学校において実施 

 
(３) 内  容 

  ① 給食費 
   本区では、人件費、施設設備費、維持費及び光熱水費を公費で負担し、食材料費のみを保護

者負担として学校給食を運営している。 
 
【一人当たりの給食費（平成 23年度）】 
          項目       
学年 1 か月当たりの給食費 １食単価 

  

小 
学 
校 

低学年（1・2年生） 3,800円 220円 

中学年（3・4年生） 4,200円 240円 

高学年（5・6年生） 4,600円 265円 

中学生（1～3年生） 5,000円 300円 

   
② 給食実施回数 

   教育委員会では、基本回数を小学校 193回、中学校 184回としている。 
 
【年間の給食実施平均回数】 

 平成 23年度 平成 22年度 平成 21年度 

小学校 192 191 190 

中学校 182 180 179 
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１９ 学校保健統計 

平成 23年度 児童生徒の体格平均値 

学年 区分 
    身   長（ｃｍ）     体   重（ｋｇ）     座   高（ｃｍ） 

男 女 男 女 男 女 

   全  国 １１６．６ １１５．７ ２１．３ ２０．８ ６４．９ ６４．４ 

  １  年 都 １１７．１ １１５．６ ２１．４ ２０．８ ６５．０ ６４．４ 

   大田区 １１７．１ １１６．２ ２１．４  ２１．０ ６４．８ ６４．５ 

小  全  国 １２２．６ １２１．６ ２４．０ ２３．４ ６７．７ ６７．２ 

  ２  年 都 １２３．２ １２１．８ ２４．２ ２３．４ ６８．０ ６７．３ 

   大田区 １２２．９ １２１．９  ２３．９ ２３．３ ６７．７ ６７．２ 

   全  国 １２８．２ １２７．４ ２７．０ ２６．４ ７０．２ ６９．９ 

学 ３  年 都 １２８．６ １２７．８ ２７．２ ２６．４ ７０．４ ７０．１ 

   大田区 １２８．７ １２７．７ ２７．２ ２６．３ ７０．４ ７０．０ 

   全  国 １３３．５ １３３．５ ３０．３ ２９．８ ７２．７  ７２．７ 

  ４  年 都 １３４．４ １３３．９ ３０．５ ２９．６ ７３．０ ７２．８ 

校  大田区 １３４．０ １３４．０ ３０．３ ３０．０ ７２．７ ７２．７ 

   全  国 １３８．８ １４０．２ ３３．８ ３４．０ ７４．９ ７５．９ 

 
 

５  年 都 １３８．６ １４０．１ ３３．３ ３３．６ ７４．７ ７５．７ 

 
 

 大田区 １３９．５ １４０．５ ３４．５ ３３．９ ７５．０ ７５．９ 

 
 

 全  国 １４５．０ １４６．７ ３８．０ ３８．８ ７７．６ ７９．２ 

 
 

６  年 都 １４６．３ １４６．５ ３９．２ ３８．２ ７８．２ ７９．１ 

   大田区 １４５．４ １４６．９ ３８．９ ３８．９ ７７．８ ７９．３ 

   全  国 １５２．３ １５１．９ ４３．８ ４３．６ ８１．２ ８２．１ 

中 １  年 都 １５３．１ １５２．５ ４３．７ ４３．２ ８１．６ ８２．３ 

   大田区 １５３．３ １５２．４ ４５．０ ４４．０ ８１．８  ８２．５ 

   全  国 １５９．６ １５５．０ ４９．０ ４７．１ ８４．９ ８３．９ 

学 ２  年 都 １５９．９ １５５．５ ４９．２ ４７．０ ８４．９ ８４．１ 

   大田区 １６０．５ １５５．６ ４９．５ ４７．６ ８５．４ ８４．２ 

   全  国 １６５．１ １５６．６ ５４．２ ４９．９ ８８．１ ８４．２ 

校 ３  年 都 １６５．８ １５７．３ ５４．５ ５０．１ ８８．３ ８５．３ 

   大田区 １６６．０ １５７．１ ５５．０ ５０．４ ８８．５ ８５．１ 
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２１ 学校施設の整備 

 学校が子どもたちの学習や生活の場であることや、地域のコミュニティ拠点であることを考慮し、

安全で衛生的な学校施設を整備していく。 

 

(１) 校舎・屋内運動場等学校施設の改築 

良好な教育環境を確保し、地域での活用に資するため、老朽化した学校を改築する。 

羽田中学校 
平成２２年８月に新校舎が完成、２３年８月に既存校舎の解体が完了、

２４年２月に外構工事が完了し、一連の改築工事が完了した。 

嶺町小学校 実施設計に引き続き、平成２３年１２月から改築工事を行っている。 

東六郷小学校 平成２３年度に基本構想を策定、２４年度より基本設計を進める。 

 

(２) 学校施設の改修 

  ① プールの改築 

    良好な教育環境を確保するため、プールを改築する。 

羽田中学校 校舎改築に引き続き、プール改築工事が平成２３年７月に完成した。 

仲六郷小学校 
京浜急行連続立体事業に伴う移転のため、平成２４年１月から校舎と

一体構造とする改築工事を行っている。 

矢口東小学校 老朽化による改築工事を行っており、平成２４年５月完成（予定）。 

② トイレ等の改修 

安全で衛生的な学校施設の環境を確保するため、トイレ等の施設整備を行う。 

平成２３年度実績 

全面改修 老朽トイレを改修し、校内環境の改善を図った。（蓮沼中学校） 

③ 教室などの施設・設備の改修、整備 

児童生徒等が安全・快適に学べる学習環境を創出するために、教室等の改修・整備を行う。 

 
(３) 緑化の推進 

地球にやさしいまちづくりとともに子どもたちの環境教育の充実を図るため、緑化を推進し

ていく。 

平成２３年度実績 

校地芝生化 久原小学校 

屋上緑化 仲六郷小学校 

 

(４) 安全管理計画 

   学校保健安全法の規定に基づき、平成 8 年 2 月に学校安全管理計画を定めた。これは学校

の施設設備に関する安全管理について必要な事項を定め、これを的確に実施することによっ

て施設等に起因する事故を防止し、児童生徒等の安全を確保することを目的としている。 
学校内のすべての施設について、日常点検・定期点検・臨時点検を行い、点検の結果、異

常又は危険を認めた箇所については使用禁止等の措置をした上で、学校・教育委員会が連携

して直ちに必要な処置を講じている。 
点検する時期・箇所・項目を包括的に定めることによって学校施設の統一的かつ効果的な

安全管理を実施している。 
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２２ 教 育 セ ン タ ー  

（１） 教育相談 

   ① 教育相談 

          ア 事業の目的  社会生活の複雑化にともない、子どもの問題行動が増加するなど、

子どもたちの教育にかかわる課題は多様化している。子どもに関する

様々な問題や悩みについて相談に応じ、自立への支援や進路について

助言等を行う。また、区立小・中学校等への訪問などにより、学校並

びにスクールカウンセラーと連携し、不登校対応を中心とした教育相

談を実施する。 

    イ 対   象  大田区在住の児童・生徒及び保護者等（相談員 15名） 

    ウ 相 談 件 数       各年度 3月 31日現在 

年  度 来室相談 
子 ど も 

電話相談 
電話相談 

適応指導 

教室の相談 
合  計 

２１ ５，４２０ ３６ ４，４５２ ８２１ １０，７２９ 

２２ ５，５８５ ８２ ４，７６５ １，１６９ １１，６０１ 
２３ ４，３７４ ３４ ２，１３８ １，４２３ 7，９６９ 

        ※23年度の集計から事務連絡関係を電話相談から除いた。 

  

 ② 就学相談 

         ア 事業の目的 心身に障がいのある子どもの障がいの特性や状況に応じて、その子のも

つ力をより伸ばす教育環境への就学に向け、就学・転学などの相談を実施

する。その中で心理検査や医学診察、学校・学級体験などを実施するほか、

専門家の意見を聴取する機関である就学支援委員会を開催する。 
    イ 対   象  大田区在住の幼児・児童・生徒及び保護者等（相談員 10名） 
    ウ 平成２３年度相談等件数 

電 話 面 談 医学診察 検 査 学校体験 学校訪問 
就学支援 
委 員 会 

合 計 

９４４ ４６４ １７９ ３４６ ２３６ ２７ ２４７ ２，４４３ 

    エ 平成２３年度相談結果 

     ◇ 就学相談  小学校 203件 

             中学校  90件 

就 

学 

先 

都立特別支援学校 区立特別支援学級 通
常
学
級(

継
続
相
談) 

そ の 他 

合 
 

計 

ろ 

う 

知
的
障
が
い 

肢
体
不
自
由 

小 
 

計 

固定 通  級 

小 
 

計 

転 
 

出 

私 
 

立 

取 

下 

げ 

知
的
障
が
い 

弱 

視 

難 

聴 

言
語
障
が
い 

情
緒
障
が
い
等 

小 ０ １７ ２ １９ ２６ ０ ３  ０ ０ ２９ 
１５１ 

(119) 
４ ０ (18) ２０３ 

中 ０ ６ １ ７ ４９ ０ ２ ０ １８ ６９ 
１２ 

(10) 
２ ０ (１) ９０ 

計 ０ ２３ ３ ２６ ７５ ０ ５ ０ １８ ９８ 
１６３ 

(129) 
６ ０ (19) ２９３ 
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 ※（ ）の数字は合計に含まない。 

 ※「通常学級」は相談にかかつたが結果的に「通級・転学をしなかった児童・生徒」を示す。 

   ◇ 転学・通級相談  小学校 133件 

              中学校  32件 

就 

学 

先 

都立特別支援学校 区立特別支援学級・学校 

ろ 

う 

知 

的 

肢
体
不
自
由 

小 
 

計 

固定 通  級 

知
的
障
が
い 

弱 

視 

難 

聴 

言
語
障
が
い 

情
緒
障
が
い 

通
級
小
計 

小 ０ １ ０ １ 22 ０ １ 29 49 79 

中 ０ ０ ０ ０ 2 ０ ０ ０ 20 20 

計 ０ １ ０ １ 24 ０ １ 29 69 99 

 

 

 ③ 適応指導教室「つばさ」 
         ア 事業の目的  心因的理由等から登校できない児童・生徒に対して、学校とは異なっ

た雰囲気の中で、いろいろな活動を通して集団への適応を促し、学校生

活への復帰を援助する。「池上教室」「蒲田教室」「羽田教室」の 3 教

室を開設している。 

イ 対   象  区立小・中学校に在籍する小学校 4年生から中学校 3年生までの児童・

生徒（相談員 15名） 

    ウ ①平成２１・２２年度 通室児童・生徒数及び進路状況     (各年度 3月 31日現在) 

年
度
（
内
訳
） 

全
通
室
者
数 

小学生 中学生 

通
室
者
数 

年度途中で 年
度
末
通
室
者
数 

今後の進路 

通
室
者
数 

年度途中で 年
度
末
通
室
者
数 

今後の進路 

在
籍
校
復
帰 

退
室 

在
籍
校
復
帰 

進
学 

在
籍
校
復
帰 

退
室 

在
籍
校
復
帰 

進
学 

21 55 7 0 1 6 3 3 48 3 7 38 18 20 

(池上) (30) (5) (0) (1) (4) (1) (3) (25) (1) (4) (20) (8) (12) 

<蒲田> <25> <2> <0> <0> <2> <2> <0> <23> <2> <3> <18> <10> <8> 

22 73 16 4 2 10 4 6 57 3 3 51 32 19 

(池上) (32) (9) (2) (2) (5) (1) (4) (23) (3) (1) (19) (13) (6) 

<蒲田> <17> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <17> <0> <2> <15> <7> <8> 

［羽田］ [24] [7] [2] [0] [5] [3] [2] [17] [0] [0] [17] [12] [5] 

※(  )、<  >、[  ]の中の数字は、それぞれ池上、蒲田、羽田教室を示す。（羽田教室は 22

年 7月開室） 
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②平成２３年度 通室児童・生徒数及び進路状況           （3月 31日現在） 

年
度
（
内
訳
） 

全
通
室
者
数
（
①
＋
②
） 

小学生 中学生 

通
室
者
数
① 

年度途

中で 
年
度
末
通
室
者
数 

今後の進路 
通
室
者
数
② 

年度途

中で 
年
度
末
通
室
者
数 

今後の進路 

在
籍
校
復
帰 

退
室 

在
籍
校
復
帰 

継
続 

進
学
（
進
級
） 

在
籍
校
復
帰 

退
室 

在
籍
校
復
帰 

続
継 

進
学 

池上 27 4 0 0 4 1 2 1 23 0 3 20 8 5 7 

蒲田 19 5 0 1 4 3 0 1 14 0 4 10 2 3 5 

羽田 23 4 0 0 4 0 1 3 19 2 2 15 3 6 6 

計 69 13 0 1 12 4 3 5 56 2 9 45 13 14 18 

④ スクールカウンセラーの配置 
ア 事業の目的  いじめ、不登校等の未然防止や解決を図るため、専門的な経験を有す

る臨床心理士等をスクールカウンセラーとして区立小・中学校に配置し、

学校内の教育相談体制の充実を図る。 
  

イ 配 置 状 況  小学校 59校、中学校 28校の全校に配置している。小学校は 19年度か

ら館山さざなみ、適応指導教室 3室、中学校相談学級 2校にも配置 

 
    ウ スクールカウンセラー相談件数              （各年度3月31日現在） 

年度 

小  学  校 中  学   校 

児童 保護者 教員 

そ

の

他 

合計 生徒 保護者 教員 

そ 

の 

他 

合計 

２１ １７，９８５ ３，９７６ １５，９８３ ８５５ ３８，７９９ ５，１２８ ２，０８４ ４，７６１ ２３９ １２，２１２ 

２２ ２２，４５７ ４，０１９ １５，７３６ ７０６ ４２，９１８ ５，８３９ ２，２０４ ６，１２７ ２４７ １４，４１７ 

２３ ２４，５４５ ４，７０５ １５，７５４ ６７１ ４５，６７５ ４，９２１ ２，４５９ ６，３００ ２７７ １３，９５７ 

 

⑤ メンタルフレンドの派遣 

          ア 事業の目的  学校不適応の児童・生徒の学校生活への適応を支援するため、心

理学や教育学を専攻している大学生・大学院生などをその家庭に派

遣する。 話し相手などのふれあいの活動の中で児童・生徒の自主

性及び社会性を伸ばし、学校生活に適応するように援助する。 

          イ 対   象  不安、無気力及び孤立等の状態を示し、継続的に又は断続的に

学校に登校できない区立小・中学校に学ぶ児童・生徒で、本人及

び保護者が派遣を希望する者。3 月末登録メンタルフレンド 24

名 

   ウ 派 遣 実 績       各年度 3月 31日現在 

年度 
派遣対象者人 訪問場所人 延べ派遣件数件 

小学生 中学生 計 学校 家庭 つばさ 計 小学生 中学生 計 

２１ ２ ２３ ２５ ４ １０ １２ ２６ ２９ ５１６ ５４５ 

２２ ７ ２０ ２７ ５ ７ １２ ２４ ９８ ６１４ ７１２ 

２３ ７ ２１ ２８ ５ ５ １４ ２４ ７３ ５７２ ６４５ 
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（２） 子ども科学教室 

        ア 事業の目的  児童・生徒の科学的思考力や科学に対する探求心を育成するための事業

を実施し、科学教育の振興を図る。また、平成 17年度からは「ものづくり

科学スクール」の運営にも協力している。 

   イ 根 拠 法 令  理科教育振興法第 3条 

   ウ 対   象  大田区在住及び在学の小・中学生 

   

エ 子ども科学教室受講等人数 

   各年度 3月 31日現在 

年 度 募集人数 
延べ回数 応募人数 受講者数 

２１ 
８４０ 

２４ 
１,０２６ ６４８ 

２２ 
８４０ 

２４ 
９３７ ５９４ 

２３ 
８２４ 

２４ 
９９２ ６３６ 

 

   オ 平成２３年度子ども科学教室実施内容 

№ 講座名 回数 受講者 

 

№ 講座名 回数 受講者 

１ 若葉のミニ図鑑作り １回 １８人 １０ 
生命の星・地球博物館見

学 
１回 １８人 

２ 
スズムシの飼育と観察 

             ※１ 
２回 

５８人 

２９組 
１１ 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを使った浮沈子

作り 
1回 1７人 

３ メダカの誕生と飼育 １回 ２５人 １２ 七変化万華鏡作り  ※４ １回 
 ４６人

２３組 

４ 
マイナス 200℃超低温の 

世界 
１回 ３６人 １３ 

電波をキャッチしてラジオ

を聴く 
１回 １６人 

５ 
スライムを作って遊ぶ 

             ※２ 
２回 

７６人 

３８組 
１４ 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛﾎﾞ｢ﾈｷﾞちゃん 

１号｣          ※５ 
１回 

３８人 

１９組 

６ 
顕微鏡で見る小さな世界 

※３ 
４回 

１４２人 

７１組 
１５ 

科学技術館でおもしろ 

実験体験 
１回 1３人 

７ 
ミョウバンで大きな結晶 

づくり 
２回 ３８人 １６ 

インドアプレインづくり 

※６ 
１回 

３２人 

１６組 

８ 
ﾋｲﾗｷﾞﾓｸｾｲで葉脈標本 

づくり 
２回 ３８人 １７ 静電気を作って遊ぶ １回 ６人 

９ 生命の星・地球を学ぶ １回 １９人 計 講座内容１７種類 ２４回 ６３６人 

※1、2、3、4、5、6 は、3・4年生及びその保護者を対象にした「親子講座」として実施した。 
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(3)  教育図書室・教科書センター 

  ア 事業の目的 区立小・中学校教職員等教育関係者の研究施設であるが、広く区民にも開放

している。大田区採択本、小学校から高等学校までの検定済み教科書、教育関

係図書・雑誌・資料を収集及び展示する。 

 

イ 平成２３年度の特色 

・記念誌、研究紀要の整理と充実 

区内小・中学校全校から順次届いた冊子にラベルを貼り書架に展示した。 

研究授業を予定している教師や、大学で教職課程を履修している学生が来て

熱心に閲覧していた。 

・新刊図書の購入 

教育関係図書購入時「新着図書の紹介」表示を受付近くに置き好評を得た。

また、「教育図書室だより」を発行して全校に新着図書を紹介した。 

 

 

  ウ 教育図書室利用者数  各年度３月３１日現在 

年 度 ２０ ２１ ２２ ２３ 

利用人数(延) １,１３９ １,１９９ １,８５０ １，６８８ 

資料貸出数(冊) ６８０ ３４２ ２４７ １９２ 

※１ 各年度共に、1,000 人以上の利用者があった。「大田区ホームページ」でのＰＲ

によるところが多いと考えられる。教職課程をとっている大学生や教員の利用も多

かった。 

※２ 昭和 40年頃からの小学校・中学校・高等学校用の教科書を常時展示している。 

  閲覧目的では、教員が授業を組み立てる参考にしたり校内研修の参考資料にしたり、

教職課程の学生が教員免許取得のための閲覧や古い教科書を閲覧に来る区民も多

い。 

 

エ 「平成２３年度教科書展示会」来室者人数 

      

実施日 平成 23年 6月 7日(火)～6月 30日(木)。(土、日も開催) 

   会 場 教育センター教育図書室 4階 

   来室者 下表のとおり 

 

校長 ・ 教員 教育委員 

会ほか  
その他 合 計 

小学校 中学校 高等学校 その他 

１ ２４ ８ ０ ３６ １２９ １９８ 
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２３ 幼児教育センター 

 大田区立幼児教育センターは、幼稚園、保育園、小学校及び家庭・地域がそれぞれの特性を活か

しつつ連携を深め協働することを支援し、もって幼児教育の充実に資することを目的に活動する。 

【設置根拠：大田区立幼児教育センター条例（大田区条例第 44号）】 

 

(１) 幼児教育  

 

① 事業内容 

ア 研修、連携  

     幼稚園教員、保育園保育士に対し専門的な研修を実施し、区内幼児教育機関職員のさらな

る資質の向上を目指す。また、区内の幼児教育機関及び小学校、中学校間の交流・連携を推

進することで幼児教育のより一層の充実を図る。 

  

   イ 相談、情報  

     幼稚園、保育園児及び在宅児を含めたすべての幼児を対象と捉え、幼児教育に関する情報

の提供、親子で参加する講座の開催及び相談事業等に取り組むことで、幼児教育の視点から

子育て家庭を支援する。 

  

ウ 調査・研究、啓発、連絡調整  

     幼児教育に関する調査研究をはじめ、幼児教育関係機関への有用情報の提供、啓発等を行

うとともに、関係機関との連絡調整を行う。 

  

② 平成２４年度事業計画 

ア 研修及び連携の推進  

・趣 旨  

ａ 区内幼児教育機関の保育者の資質の向上を図る。 

ｂ 幼児期からの一貫した道徳性や規範意識を高める。 

ｃ 就学前児童が円滑に小学校生活へ移行できるような環境整備に努めるとともに、子ど

も同士の異年齢交流による豊かな体験の場を増やすことで子どもの健全育成を図る。 

 

・内 容  

ａ 幼稚園教員及び保育士の専門性を高めるための合同研修会及び保育園の園内研修を拡

充するための支援を行う。 

ｂ 生活規範意識向上講座を指導課と連携して講演会形式で年 4回開催する。 

ｃ 区立小学校と幼児教育機関を 9 ブロックに分けて、ブロックごとに交流連携促進のた

めの研修会及び情報連携会議を開催する。 

 

・対 象  

ａ 幼稚園教員、保育園保育士、その他関係施設職員 

ｂ 幼稚園教員、保育園保育士、児童館職員、小･中学校教員、保護者 

ｃ  幼稚園教員、保育園保育士、小学校教員 

 

・実 績  

ａ－１ 幼稚園教員・保育士合同研修会 5回開催 
特別な支援と学級集団の形成、幼児の発達の理論（幼児理解）、指導計画を生かし

た保育実践、協同的な活動の理解と援助、交流活動と学びの連続性等のテーマで開

催した。 
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○幼保合同研修会参加状況 

※その他は母子生活支援施設及びわかばの家職員等 

 

ａ－２ 保育園の園内研修拡充支援 2回開催 

    区立保育園において、公開保育、外部講師による助言指導、参加保育士による協

議会等が円滑に実施されるよう支援を行うことで、保育園に相応しい幼児教育の実

践を意識するとともに、各園の課題に即した密度の濃い学びの場となった。 

 

○保育園園内研修拡充支援事業参加状況 
 

 

 

 

ａ－３ 幼児期運動指導リーダー保育者の養成研修  

幼児期の発達に即した運動の指導者を養成するため、一定の保育者に対して、

子どもの脳機能と体の発達、適切な運動と生活リズムの効用、発達に即した効

果的な運動指導の方法について理解を深める研修を実施した。 

○幼児期運動指導リーダー保育者養成研修実施状況 

修了生 67人（1課程あたり集合研修 3回、フォローアップ研修 8回の開催） 

 

ｂ 生活規範意識向上講座 4 回開催 

参加者によるグループ協議の後、講話を聴講し、規範意識を高める重要性について全

参加者が共通理解を深めた。 
 

○生活規範意識向上講座参加状況 
参加人数 

私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 児童館 小学校・中学校 保護者 計 
１２ ４１ １７ １１ １８７ ５３ ３２１ 

 
ｃ－１ 保幼小連携合同研修会 9 ブロック毎に各 1 回開催 

幼稚園、保育所、小学校の教員及び保育者によるグループ討議を通して、機関同

士で教育内容の相互理解を進め、交流連携の重要性について共通認識を深めた。 
 

○保幼小連携合同研修会参加状況 
参加人数 

私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 小学校 計 
４２ ６０ ３６ １９５ ３３３ 

 
ｃ－２ 保幼小地域連携協議会 9 ブロック 14 地域にて開催 

     児童の就学に際しての学習環境の整備を図るため、保幼小間における情報連携会

議を開催した。 
 
 

 

参加人数 
私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 その他※ 計 
１５５ ２４６ １１５ ４ ５２０ 

参加園数及び参加人数 
１回 ２回 計 

１１園１４人 １３園１９人 ２４園３３人 
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○保幼小地域連携協議会参加状況 

 

イ 幼児教育相談・情報提供・家庭教育支援講座の実施 

・趣 旨  
ａ 子育て上の悩みの相談に応じることで、保護者の子育ての負担軽減を図る。また、保

護者及び幼児教育機関からの幼児の発達や行動に関する相談に応じることで、日々安定

した保育や就学前教育から小学校教育に向けての円滑な接続を支援する。 

ｂ 保護者が適切な幼児教育情報を享受し、心にゆとりをもった子育てができるように支

援する。 

ｃ 保護者が家庭教育の重要性を認識し、子どもの発達や遊びについて理解を深め、自信

を持って子どもにかかわることができるよう働きかけることで家庭教育を支援する。 
 
・内 容  
ａ 教育センター内に幼児教育相談員 3 名を配置し、電話・来室での相談とともに、保護

者及び幼児教育機関の要請に応じて、施設への訪問相談を実施する。 

ｂ 保護者及び幼児教育機関に向け、幼児教育や子育てに関する情報誌を発行する。 

ｃ 子どもの発達に応じた親子で楽しめる講座を開催する。 

 

・対 象   

幼児及びその保護者、幼稚園保育園等の保育者  

 

・実 績  

ａ 幼児教育相談 

○電話来室相談状況 

 (単 位：件） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 

相
談 

電話 １１ ９ １８ １４ １７ １１ １２ ２２ ７ ２ ６ １１ １４０ 

来室 ９ １０ １９ ２４ ２１ ２９ ２７ ２９ ２８ ２７ １９ ３２ ２７４ 

計 ２０ １９ ３７ ３８ ３８ ４０ ３９ ５１ ３５ ２９ ２５ ４３ ４１４ 

 

○訪問相談状況 

機関種別 訪問施設数 訪問回数 被相談者数(延べ) 

幼 稚 園 １５ ３７ １０３ 
   

ｂ 保護者及び幼児教育機関向け情報誌の発行 
○情報誌発行状況 

 

参加人数 
私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 小学校 児童館等 計 

９９ ８０ ５０ ２１６ ８ ４５３ 

幼児教育センター情報誌   

ＳＴＥＰ―ＵＰ 

年３回 

発行 

900 部（各回約

300箇所へ送付） 

教育機関向けに発行する情報誌。 

 

幼児教育センター主催の研修会、園児と児

童の交流活動の実践例を情報発信した。 

幼児教育センターだより 
年１回 

発行 

20,000 部（関係

機関を通して保

護者に配布） 

乳幼児の保護者向けに発行する情報誌。 

 

乳幼児の遊びの重要性について情報発信

した。 
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ｃ 家庭教育支援講座 2回実施 参加：41組の親子 93人 

親子で楽しみながら行う運動遊びを体験してもらうとともに、運動習慣、健全な生活

習慣、食習慣等の重要性の啓発に努めた。 

 

ウ 調査研究・啓発、幼児教育振興施策の推進、連絡調整機能の発揮  

・趣 旨 
ａ 就学前教育から小学校教育への円滑な接続を図る工夫について考察を進めながら、幼

保小の交流情報を収集し関係機関に情報提供する等で幼児教育の充実を図る。 

ｂ 幼稚園、保育園、小学校の連携を図るとともに、「幼児教育振興プログラム」の施策を

推進するため、施策の総合的な検討・調整を行う。 

ｃ 関係機関との連携を強化し、幼児教育に関する施策の円滑な実施を図る。 

 
・内 容 
ａ 幼児教育センター職員が小学校 1 年生の学級支援に携わりながら、就学前教育から小

学校教育への円滑な接続を図る工夫について考察を進める。また、考察結果を関係機関

に情報発信する。 
ｂ 幼児教育機関連絡協議会の事務局として会議の運営を務める。 

ｃ 関係機関との連絡会議への積極参加と関係機関の研修会の相互参加の推進に努める。 

 

・実 績  

ａ 1年生学級への支援活動の実施（円滑な接続のための調査研究活動） 

 ○１年生学級支援活動実施状況 

時期 訪問学校数 訪問回数（延べ） 
４～５月 ６校 ６２回 
６～７月 ６校 ４０回 

９～１２月  ６校 ５９回 
１～３月 ６校 ４３回 

 

ｂ 幼児教育機関連絡協議会 2回開催 

委員数 9人（教育総務部長、幼児教育センター所長、私学行政担当課長、 

保育サービス課長、中学校長代表、小学校長代表、区立保育園代表 

私立幼稚園代表、私立保育園代表） 

 

ｃ 関係機関との連絡会議等への積極参加 

○連絡会議等への参加状況 

障害児関係機関連絡会議（わかばの家主催） 1回 

地域行政センター子育て支援会議 2回 

子ども発達支援センターわかばの家との個別協議会 1回 

要保護児童対策地域協議会実務者会議 7回 

品川特別支援学校授業公開及び協議会  1回 

特別支援教育コーディネーター連絡協議会  3 回 

 

○指導課主催特別支援教育研修会参加へのコーディネート 

エリアネットワーク研修会参加人数 
私立幼稚園 区立保育園 私立保育園 児童館 その他※ 計 

１４ ３９ １２ ５ ８ ７８ 
※その他はわかばの家、母子生活支援施設の職員等 
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(２) 私学行政  
 

① 事業内容  
ア 私立幼稚園等 

設置者、保護者への助成を通じ、幼稚園に就園しやすい環境整備を行うとともに私立幼

稚園との連携を強化し、幼児教育内容の充実を図る。  

イ 私立専修学校各種学校 

       新設・変更等に関わる許認可事務を通して、私立専修学校各種学校の健全な運営を図る。 
 
② 平成２４年度事業計画  

  ア 私立幼稚園等保護者補助金  

・趣 旨 私立幼稚園等に在籍する園児の保護者に補助金を交付することにより、保護者の

負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図る。 
  
・内 容 

補助金名 根拠法令 
私立幼稚園等入園料補助金 

大田区私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱 私立幼稚園等保護者負担軽減補助金 
私立幼稚園等就園奨励費補助金 

      

○私立幼稚園等保護者補助金予算対比表                   （単位：千円） 

補 助 金 名 支給対象等 
 24年度 23年度 

歳出 歳出 

入園料補助金 

大田区に住民登録又は 

外国人登録し、私立幼稚園 

等に 3,4,5歳児を就園さ 

せている保護者 

予

算 

人数 金額 人数 金額 

3,513 386,430 3,553 390,830 

保

育

料

補

助

金 

保 護者負担 

軽 減補助金 

同 上 

所得による補助金額が異なる 

予

算 

人数 金額 人数 金額 

9,678 1,151,825 9,648 1,155,558 

就 園奨励費 

補 助 金 

同 上 

所得制限あり 

予

算 

人数 金額 人数 金額 

5,276 520,878 5,235 509,364 

保護者補助金合計 
予

算 

 
2,059,133  2,055,752 

 

イ 私立幼稚園等設置者補助金 

・趣 旨 私立幼稚園等の設置者に補助金を交付することにより、私立幼稚園等の振興と健

全な運営を図る。 
 
・内容及び根拠法令     

私立幼稚園等振興費補助金 【大田区私立幼稚園等振興費補助金交付要綱】 
特別支援教育事業費補助金 【同区私立幼稚園等特別支援教育事業費補助金交付要綱】 
園児健康管理費補助金      【同区私立幼稚園等園児健康管理費補助金交付要綱】  
教材・園具補助金          【同区私立幼稚園等教材・園具補助金交付要綱】 
幼児教育研究会事業補助  【同区私立幼稚園等幼児教育研究会事業補助金交付要綱】 
預かり保育事業費補助金    【同区私立幼稚園等預かり保育事業費補助金交付要綱】  
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○私立幼稚園等設置者補助金予算対比表                  （単位：千円）  

補助金名 支給対象等  24年度 23年度 

振 興 費 補 助 金 
大田区内私立幼稚園・類似

施設 
予算 

園数 金額 園数 金額 

50 157,100 50 156,800 

特別支援教育事業費補助金 

特別な支援を要する園児が

就園している大田区内私立

幼稚園・類似施設 

予算 

人数 金額 人数 金額 

100 30,000 100 30,000 

園児健康管理費補助金 
大田区内私立幼稚園・類似

施設 
予算 

園数 金額 園数 金額 

50 23,940 50 23,940 

教 材 ・ 園 具 補 助 金 
大田区内私立幼稚園・類似

施設 
予算 

園数 金額 園数 金額 

50 55,200 50 55,200 

幼児教育研究会事業補助金 
大田区私立幼稚園連合会 

・大田区幼児教育協議会 
予算 

 金額  金額 

 4,000  4,000 

預 か り 保 育 事 業 費 補 助 金 

預かり保育を実施している

大田区内私立幼稚園・類似

施設 

予算 

園数 金額 園数 金額 

43 24,100 43 24,100 

設置者補助金合計 予算  294,340  294,040 

 

ウ 外国人学校補助金 

・趣 旨 外国人学校設置者や在籍する児童の保護者に補助金を交付することにより、保護

者の負担を軽減し、外国人学校の振興と健全な運営を図る 
 
・内 容 外国人学校保護者補助 

 ○外国人学校保護者補助金予算対比表                        （単位：千円） 
補助金名 支給対象等  24年度 23年度 

外国人学校保護者補助金 

大田区外国人学校児童・生 

徒等保護者補助金交付要綱 

で定めた外国人学校に在籍 

する生徒等の保護者 

予算 

人数 金額 人数 金額 

82 10,824 70 9,240 

  

・内 容 外国人学校振興事業 

 ○外国人学校設置者補助金予算対比表                   （単位：千円） 

補助金名 支給対象等  24年度 23年度 

外国人学校振興費補助金 

大田区外国人学校振興 

費補助金交付要綱で定 

めた区内外国人学校 

予算 

校数 金額 校数 金額 

１ 1,000 1 1,000 

 
＜幼児教育センター設立経過＞ 

 平成 16年 4月   大田区における子育て支援・幼児教育のあり方検討会設置 

 平成 16年 7月   「大田区における子育て支援・幼児教育の基本的な考え方」公表 

 平成 16年 7月   「幼児教育に関する実施計画」策定 

 平成 16年 10月   大田区立幼児教育センター条例議決 

 平成 16年 10月   大田区立幼稚園条例を廃止する条例議決 

（平成 21年 3月末をもって大田区立幼稚園全園廃止） 

 平成 17年 4月   大田区立幼児教育センター設置 
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２４ 児童生徒の安全対策 

（１） 学校緊急連絡システム 

・目 的  緊急情報を児童・生徒の保護者、学校関係者にメールで配信することにより、地

域の犯罪に対する意識の高揚、こどもの安全・安心の確保を図ることを目的とする。 

・経 緯   平成 18 年 4 月に、こどもに関する緊急連絡情報の提供における迅速化及び正確

性を確保するため、区（防災課）において保護者の携帯電話に電子メールを配信す

るシステム（こども緊急連絡システム）を導入することとなった。教育委員会では、

本システムを使用し、学校、児童等の保護者へ防犯情報などの緊急情報をメール配

信してきたが、平成 20年 4 月からは提供サービスの拡大に伴い、「区民安全・安心

メールサービス」へとシステムの変更が行われた。システム内には教育委員会専用

の「学校緊急連絡システム」が構築されており、教育委員会、学校、保護者間の緊

急連絡システムとして配信を希望する関係者に対し、不審者等の情報及び緊急情報

の配信を行っている。 

・内 容  学校緊急連絡システムで配信する内容は以下のとおり。 

      ①こどもの安全に係る事件、事故等の発生、又はその発生の恐れがある情報 

      ②学校等で行われる行事の実施、中止の情報 

      ③台風等による休校の情報 

      ④その他、学校長が緊急連絡を必要と判断する情報 

・対 象  教育委員会事務局職員、区立小中学校教職員、区立小中学校関係者、区立小中学

校に通う児童・生徒の保護者 

・参 考  区民安全・安心メールサービスの配信は区（防災課）が行っており、「防犯情報」

「防災情報」「気象情報」「地震情報」「水防情報」「防災無線」の配信を行っている。

登録者は希望に応じて各情報を選択受信することができる。なお、学校緊急連絡シ

ステムに登録を行うと、区民安全・安心メールサービスへの登録の有無に関わらず

防犯情報が自動的に送信される。 

 
（２） 防犯ブザーの配布 

・趣 旨  防犯教育の一環として区立小学校全児童に防犯ブザーを貸与し、児童の安全・安 

    心の確保を図ることを目的としている。 

・内 容  平成 16 年度より全児童に貸与し配布している。ランドセルに携帯し通学時の安

全確保に努める。 

・対 象  大田区立小学校に通学する全児童に貸与する。 

 

    防犯ブザー配布数 

平成１６年度  全学年  ２７，６３２個 

平成１７年度  １年生   ４，７２７個 

平成１８年度  １年生   ４，８００個 

平成１９年度  １年生   ４，７５６個 

平成２０年度  １年生   ４，８４１個 

平成２１年度  １年生   ４，７１８個 
平成２２年度  １年生   ５，０９６個 
平成２３年度  １年生   ５，２８２個 
平成２４年度  １年生   ４，７４４個 
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